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決 算 特 別 委 員 会 記 録 

 

１ 日  時  令和３年１０月２８日（木） 

午前１０時００分 開会 

午後 ３時４６分 散会 

 

２ 場  所  議場 

 

３ 出席委員（２３名）   

   委員長  藤 田 幸 正      副委員長 高 塚 広 義 

   委 員  小 野 志 保      委 員  片 平 恵 美 

   委 員  合 田 晋一郎      委 員  白 川   誉 

   委 員  伊 藤 嘉 秀      委 員  越 智 克 範 

   委 員  井 谷 幸 恵      委 員  神 野 恭 多 

   委 員  米 谷 和 之      委 員  篠 原   茂 

   委 員  河 内 優 子      委 員  黒 田 真 徳 

   委 員  田 窪 秀 道      委 員  小 野 辰 夫 

   委 員  永 易 英 寿      委 員  伊 藤 謙 司 

   委 員  藤 原 雅 彦      委 員  大 條 雅 久 

   委 員  藤 田 豊 治      委 員  伊 藤 優 子 

   委 員  近 藤   司 

 

４ 欠席委員 

なし 

 

５ その他出席者 

代表監査委員     寺 村 伸 治    監査委員         柿 並 哲 也 

監査委員       仙 波 憲 一    監査委員事務局長     山 内 嘉 樹 

 

６ 説明のため出席した者  

副市長         加 藤 龍 彦    副市長           原   一 之 

 

企画部 

企画部長       亀 井 利 行    総括次長（財政課長）   木 俵 浩 毅 

総合政策課長     加 地 和 弘    技術監          篠 原 守 昌 

危機管理統括部長 

危機管理統括部長   庄 司 誠 一 

市民環境部 

市民環境部長        正 夫    総括次長（地域コミュニティ課長）長 井 秀 旗 

次長（環境政策推進監）松 木   伸    次長（市民課長）     酒 井 千 幸 

次長（環境施設課長） 小 野 隆 典    危機管理課長       髙 橋 良 徳 

人権擁護課長     青 木 隆 明    男女共同参画課長     中 沢 美由紀 

環境保全課長     小 島   篤 

経済部 
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経済部長       宮 崎   司    総括次長（産業政策推進監）高 本   光 

次長（農地整備課長） 村 上 光 昭    産業振興課長       松 原   広 

観光物産課長     藤 田 清 純    地域交通課長       神 野 幸 彦 

農林水産課長     山 本 兼 資    別子山支所長       鍋 井 慎 也 

産業振興課参事    大 谷   寛    観光物産課主幹      矢 野 佳 美 

地域交通課主幹    安 永 亮 浩    農地整備課技幹      鳥 嶋 武 彦 

建設部 

建設部長       三 谷 公 昭    総括次長（建築住宅課長） 神 野   宏 

技術監        宮 本 道 郎    都市計画課長       町 田 京 三 

道路課長       高 橋 宣 行    建築指導課長       横 山 和 良 

道路課技幹      亀 井 英 明 

教育委員会事務局 

教育長        高 橋 良 光    教育委員会事務局長    高 橋 正 弥 

総括次長（スポーツ振興課長）佐 薙 博 幸    次長（教育力向上推進監） 中 上 郁 夫 

次長         矢 野 雅 士    次長（文化振興課参事兼美術館長） 曽我部 み さ 

次長（文化振興課長） 菅   春 二    社会教育課長       竹 林 栄 一 

学校教育課長     中 西 輝 宜    発達支援課長       松 木 真 吾 

学校給食課長     沢 田 友 子    学校教育課参事      鈴 木 今日子 

発達支援課主幹    藤 田 惠 女    スポーツ振興課主幹    守 谷 典 隆 

出納室 

会計管理者（出納室長）黒 下 敏 男 

農業委員会事務局 

農業委員会事務局長  藤 田 和 則 

港務局事務局 

港務局事務局長    河 端 晋 治    港湾管理課長       山 下   武 

消防本部 

消防長        高 橋 裕 二    総括次長（消防総務課長） 後 田   武 

警防課長       伊 藤 英 知 

 

７ 委員外議員 

議 長  山 本 健十郎       

 

８ 議会事務局職員出席者 

議会事務局長   髙 橋 利 光    議会事務局次長   飯 尾 誠 二 

議事課議事係長  和 田 雄 介    議事課主任     村 上 佳 史 

 

９ 付託案件 

認定第２号 
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10 会議の概要 

 

午前 １０時００分開会 

 

認定第２号 第３グループ質疑 

【個人番号カード交付事業費】 

○委員（白川誉） 職場などへ出張一括申請受付

など工夫をしていますが、反応はどうでしたか。

また、取得率アップに向けて効果的だった取組と

課題解決策を教えてください。 

 ２つ目、本人の意思による取得を認識した上

で、市職員で取得に応じない主な理由を教えてく

ださい。市民の皆様へお願いしている状況の中、

矛盾が生じると考えますが、見解を教えてくださ

い。 

 ３つ目、国が推進しているマイナンバーカー

ド、新居浜市が推進しているあかがねポイントと

考えたとき、担当部局が違えど窓口による加入の

推進協力など有効的だと思いますが、見解を教え

てください。 

○酒井市民環境部次長（市民課長） 出張受付に

ついては、実施した団体から、一度も市役所に行

かずスムーズに申請できたと評価いただいていま

す。 

 取得率のアップに効果的だった取組は、まず国

のマイナポイント事業は大変大きな影響がありま

した。また、受付窓口の増設や開庁時間の延長、

写真の無料撮影サービスの実施や出張受付団体を

積極的に開拓し少人数からでも柔軟に対応するな

ど、申請しやすい環境づくりに努めたことが交付

率の伸びにつながったものと考えています。 

 一方、課題は、マイナンバーカードの利活用場

面の拡大、利便性の向上と捉えており、マイナン

バーカードを活用した行政サービスの拡充に全庁

的に取り組んでいるところです。 

 次に、職員が取得に応じない理由については確

認していませんが、市としてマイナンバーカード

の取得を市民に呼びかける以上、職員の率先取得

は当然と考え、全員取得に向けて取り組んでいき

ます。 

 次に、マイナンバーカードとあかがねポイント

との窓口による推進協力については、双方の窓口

で協力して効果が生まれるよう検討していきま

す。 

○委員（藤田豊治） まず、１点目は、最近の３

年間の個人カード交付の推移を教えてください。 

 ２点目は、令和２年度交付目標に対して実績は

どうだったでしょうか。 

 ３点目は、令和２年度は交付アップに対してど

のような取組をしましたか。市民からのクレーム

等はありませんでしたか。 

 ４点目は、交付カード取得目標はどれくらいに

設定していましたか。 

○酒井市民環境部次長（市民課長） まず、直近

３年間の交付率の推移は、平成30年度末9.06％、

令和元年度末10.79％、令和２年度末27.36％、今

年９月末現在では41.06％になっています。 

 次に、目標に対する実績については、交付円滑

化計画における令和２年度末の想定交付率が28％

でしたので、ほぼ達成しました。 

 次に、交付率アップの取組ですが、出張受付を

精力的に展開したほか、コンビニ交付サービスを

導入してマイナンバーカード取得のメリットを住

民票や印鑑証明交付といった市民課業務において

も増やすように努めました。 

 市民からのクレームとしては、マイナポイント

事業の対象期間は、コロナ禍にもかかわらずフロ

アが混雑し、長い待ち時間が発生しました。待っ

た末に受け付けられない場合など、怒る方もいま

した。そのために、混雑ナビシステムの導入や案

内窓口の増設などを順次行いました。 

 最後に、マイナンバーカードの取得目標は令和

３年度末70.8％、令和４年度末で100％と設定し

ています。 

【住民票等コンビニ交付推進事業費】 

○委員（伊藤嘉秀） 令和２年度の利用人数と、

また利用された店舗数を教えてください。 

○酒井市民環境部次長（市民課長） 事業の開始

が年度末の３月12日であったため、令和２年度は

20日間の実績として利用は170件ありました。 

 利用された店舗は、市内51店舗、市外９店舗の

計60店舗でした。 

【瀬戸会館関連整備事業】 

○委員（伊藤謙司） 瀬戸会館関連整備事業の全

体計画をお願いします。 

○青木人権擁護課長 この事業については、瀬戸

会館周辺に立地をしている公共施設の老朽化が進

んでおり、利用者が減少してきたことから、既存

の施設の解体及び移転を行い、跡地の有効活用を

図ろうとしたものです。 
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 事業の内容については、施設の老朽化が進んで

いた昭和51年建設の寿集会所を解体し、その周辺

地域の公園が整備されたことで利用者が減少して

いた寿運動広場については、地元自治会などの同

意もいただき、場内施設の撤去や、記念碑等の一

部施設は瀬戸会館北側広場への移転及び整備を行

いました。この事業については令和２年度で完了

しています。 

 事業費については、寿集会所の解体工事及び解

体工事に係る設計支援業務委託として854万

5,000円、寿運動広場の施設移転工事として276万

9,000円、瀬戸会館北側広場の整備工事として

462万円を支出しています。 

○委員（伊藤謙司） 大分前からこの事業をして

いますが、今期で終了ですか。 

○青木人権擁護課長 令和２年度末で関連整備事

業は完了しています。 

【墓地管理費】 

○委員（大條雅久） 管理費の支出内訳はどうな

っていますか。財源について検討していると思い

ますが、どういう段階ですか。 

○小島環境保全課長 まず、内訳については、消

耗品費が5,228円、印刷製本費8,470円、光熱水費

14万3,854円、火災保険料1,543円、墓地管理委託

料901万7,800円で、このうち土ヶ谷墓地及び黒岩

墓地の委託料が384万7,800円、真光寺墓地が

517万円です。 

 次に、財源の検討については、墓地使用者から

ひとしく管理料を徴収し、それを財源として維持

管理を行っていくことが適切だと考えており、そ

のために、まずは現在の使用者を特定することが

必要ですので、昨年度から土ヶ谷墓地の使用者調

査を開始しています。令和６年までの５年間で３

墓地の調査を終える予定で、その中で進捗状況や

無縁墓の状況、進めていく上で判明した課題等を

踏まえて判断していきます。 

○委員（大條雅久） 令和６年度までに使用者、

管理者の調査を終えたいということですが、現時

点では何％ぐらい進んでいますか。 

○小島環境保全課長 現在の進捗状況ですが、ま

ず土ヶ谷墓地については、２年間でエリアを２つ

に分けて調査は実施しています。令和２年度の実

績として、８月のお盆前、３月のお彼岸前に調査

票を墓石に置いて調査を行ったところ、544件の

うち、354件の返信があり、65％の返信率でし

た。このうち承継手続が完了したものが288件、

52.94％となっています。 

【斎場施設整備事業】 

○委員（越智克範） 毎年度に次年度繰越費が多

額に出ていますが、工程管理というのはどのよう

になっていますか。何か課題は出ていないのです

か。 

 ２点目が、令和２年度の改修内容と内訳はどの

ようになっていますか。また、今後の改修につい

ても検討していますか。 

 ３点目が、炉前室の暑さの対策を要望する意見

が出ていることを聞きますが、この計画に取り入

れていますか。 

○小島環境保全課長 まず、火葬棟改修工事につ

いては、平成30年度から令和３年度の４年計画で

実施しており、工程としては、平成30年度に実施

設計、令和元年度に２炉、令和２年度に４炉、令

和３年度に２炉の火葬炉をそれぞれ更新していま

す。工程上特に課題もなく、予定どおり進んでい

ます。 

 次に、令和２年度事業費の内訳としては、火葬

棟改修工事が１億1,127万3,400円、外部整備工事

が2,382万4,000円、待合棟設計委託料が1,078万

円です。 

 改修内容としては、火葬棟改修工事が火葬炉の

３号炉、５号炉、６号炉、７号炉の４炉の更新、

外部整備工事が火葬棟及び待合棟前の段差解消、

ロータリー整備、バス乗降場及びおもいやり駐車

場の設置などを行っています。 

 なお、待合棟については、令和３年度から令和

４年度の２か年で大規模改修工事を行う予定で

す。 

 次に、炉前室の暑さについては、集骨室には空

調設備がありますが、炉前ホールにはもともと空

調設備がありません。新たに設置するには多額の

設置費用がかかること、また炉前ホールでのお別

れというのは短時間であることなどから、現時点

で空調設備の設置の予定はありません。 

○委員（越智克範） 最初の質問の次年度繰越費

が多額に出ているという件は、どういう管理をし

ていますか。 

○小島環境保全課長 繰越しということですが、

４か年の工事ですので、継続費を組んでいます。

最初に平成30年度から４年間の年割り額を設定し

た後、実際の施工に応じて精算払いを行うため、
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差額が毎年発生し、その発生した差額を定時繰越

していくという形ですので、工程上特に問題があ

るというわけでありません。 

○委員（藤田豊治） １点目は、令和２年度の整

備工事、改修はどのような内容だったのでしょう

か。事業での問題点はありませんでしたか。 

 ２点目は、最終整備に対してどのぐらい進みま

したか。 

 ３点目は、施設整備事業で市民からのクレーム

等はありませんでしたか。 

○小島環境保全課長 まず、令和２年度の改修内

容としては、火葬棟改修工事が火葬炉４炉の更

新、外部整備工事が火葬棟及び待合棟の段差解

消、ロータリー整備、バス乗降場及びおもいやり

駐車場の設置などを行っています。 

 問題点としては、火葬炉の改修工事中は１日で

８炉のうち６炉しか稼働できないため、市民への

影響を最小限にとどめるため、火葬件数の多い冬

場の工事を避けて実施しています。 

 次に、進捗状況については、火葬棟では令和２

年度末で８炉のうち６炉までの更新が完了してお

り、今年の９月には全ての火葬炉の更新が完了し

ています。 

 なお、待合棟については、今年の12月から来年

の10月末にかけて大規模改修工事を予定していま

す。 

 最後に、市民からのクレームについては、工事

期間中は６炉での対応だったため、火葬を希望さ

れた日がいっぱいで次の日に繰延べになったとい

うような苦情がありました。 

【自転車のまちづくり推進事業費】 

○委員（河内優子） 令和２年の実績を教えてく

ださい。自転車の利用者増加に向けて補助対象の

拡大についてどのように考えていますか。 

○小島環境保全課長 令和２年度の実績として

は、電動アシスト自転車購入補助として、65歳以

上の高齢者280人、うち免許返納者94人に対し

713万円の補助を行っており、ＣＯ２の削減だけ

でなく、高齢者の交通手段の確保や免許返納の促

進に一定効果があったと考えています。 

 次に、補助対象の拡大については、この制度の

まま対象者を拡大するのではなく、あかがねポイ

ントを利用するなど、幅広い世代に自転車を利用

してもらえるような取組について今後検討してい

きたいと考えています。 

○副委員長（高塚広義） まず、事業費が前年度

と比較して約700万円程度、大幅に増加していま

すが、その理由についてお伺いします。 

 ２点目、サイクリング協力店は増えています

か。  

 ３点目、電動アシスト自転車購入支援事業で、

一般186件、50台想定、また免許返納者94件、

50台と、予想に反して多くの方に活用されていま

すが、どのように分析されていますか。また、購

入者の地域別ではどのようになっていますか。 

○小島環境保全課長 まず、事業費が大幅に増加

した理由については、令和２年度より新規事業と

して電動アシスト自転車購入支援事業を開始した

ことによるもので、当初300万円を予定していま

したが、想定以上の申請により追加補正で対応

し、最終的に713万円を支出しています。 

 次に、サイクリング協力店については、当初

25店舗でスタートしましたが、令和２年度末時点

で50店舗に拡大しています。まちなかサイクリン

グスタンプラリーは、11月８日の愛媛サイクリン

グの日に開催し、当日は天候にも恵まれ、高校生

や外国の方も含む50名の方に参加していただいて

います。 

 最後に、電動アシスト自転車購入支援事業が予

想以上に活用されたことについては、対象者が多

かったこと、それからこの補助金が購入のきっか

けになったこと、さらにはコロナ対策による定額

給付金も影響したものではないかと分析していま

す。 

 購入者の地域別の状況については、上部地区が

最も多く、全体の 4 3 . 6％、次いで川西地区

28.9％、川東地区27.5％となっています。 

○副委員長（高塚広義） この事業の周知につい

ての取組についてお伺いしたいのと、あと本年度

の予算は、ほぼ10月で使い切っている状況となっ

ているとお伺いしました。この事業は地域の足と

して有益な事業と考えます。特に上部は、なかな

か公共交通機関等も整備されていないので、非常

に大切な事業だと考えています。 

 この令和２年度中に高齢者の交通弱者対策につ

いて、ほかの方策等、検討されましたか。 

○小島環境保全課長 まず、周知については、市

政だよりやホームページといった一般的なものは

当然として、それ以外で言いますと、各市内の自

転車店にチラシを配布してお願いしています。ま
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た警察にもお願いして65歳以上の免許返納の方に

チラシを渡していただいています。あと老人会に

もチラシを配布し、周知を図っています。 

 次に、この制度以外での交通弱者に対するとい

う質問ですが、環境保全の観点から実施している

事業ですので、お答えできかねます。 

【菊本最終処分場施設整備事業】 

○委員（越智克範） １点目は、予算の関係です

が、当初予算は長寿命化と整備事業で４億

1,980万9,000円となっています。これが２月の補

正予算で令和３年度と合わせて４億円に変更して

います。長寿命化計画の実施内容にどのような変

更があったのか、またその理由はどうなっている

のでしょうか。 

 ２点目は、令和２年度の実施項目と費用の内訳

はどのようになっていますか。当初の実施項目と

比較して変化があれば教えてください。 

 ３番目、全体計画と進捗は合致しているのでし

ょうか。事業の継続性はどのようになっています

か、お教えください。 

○小野市民環境部次長（環境施設課長） 長寿命

化事業は、延命化工事の一般競争入札実施の結

果、予定より大幅に低額で契約しましたので、入

札差金を考慮して令和３年２月で減額補正しまし

た。 

 長寿命化計画の実施内容については、遮水工箱

型鋼矢板の被覆防食及び電気防食を実施し、約

20年の延命化を図ろうとするもので、施行内容、

施行数量ともに当初から変更はありません。 

 令和２年度の実施項目と費用の内訳について

は、長寿命化事業では、最終処分場延命化対策工

事のうち準備工、防食被覆及び陽極の製作、現場

搬入までの施工で、工事請負費のうち１億

3,500万円を執行しており、施設整備事業では、

底開台船定期点検整備業務168万8,280円、インタ

ーネット監視システム使用料58万4,760円、油圧

ショベルローダー購入1,064万8,000円を執行して

います。最終処分場整備事業の令和２年度合計は

１億4,792万1,040円で、当初の計画より安価とな

っていますが、実施項目については当初から変更

ありません。 

 全体計画と進捗については、現在の長寿命化計

画は箱型鋼矢板の延命化の実施計画で、進捗は令

和２年度で製作、搬入した部材を令和３年度に現

地施工する計画としていましたが、予定どおり進

捗し、令和３年９月で工事を完了しています。 

 今後においては、底開台船など設備類の更新等

が必要となってくることが予想されますが、定期

点検整備業務や施設運転管理業務などにより施設

の現状把握に努め、改めてこれからの更新などの

計画を検討していきたいと考えています。 

○委員（越智克範） 低額になったのは、長寿命

化の事業の鋼矢板の施工だと思いますが、当初の

予算に対して具体的にどのぐらい安くなったので

すか。 

○小野市民環境部次長（環境施設課長） 予定価

格が４億2,421万6,100円で、契約金額が３億52万

円です。入札差金としては１億2,369万6,100円で

す。 

○委員（越智克範） 実際に安価になった金額が

大きいですけど、仕様の変更とか何か理由がある

のでしょうか。 

○小野市民環境部次長（環境施設課長） 仕様の

変更は全くありませんが、当初予算からすると実

施設計を起こした段階で当初の予算額より大部減

額になりました。 

○委員（越智克範） もうこれ以上は言いません

が、予算査定が甘いということはないのかどう

か、この辺はしっかり予算を組むときにチェック

していただきたいと思います。 

  午前１０時２８分休憩 

―――――――――― ◇ ―――――――――― 

  午前１０時３１分再開 

 

認定第２号 第４グループ質疑 

【デマンドタクシー運行事業費】 

○委員（白川誉） １つ目、登録者数と実際の利

用者数、個々の利用回数の中で最大と最小を教え

てください。 

 ２つ目、交通結節点への年間利用者数３か年推

移を教えてください。 

 ３つ目、運転免許証自主返納された方と利用者

数との関連について、自主返納促進事業は危機管

理課の管轄ですが、密接に関連していると思うの

で、見解をお聞かせください。 

○神野地域交通課長 まず、登録者数と実際の利

用者数、それから利用回数の最大と最小ですが、

昨年度は３月末までに登録者が3,727人、そのう

ち実際の利用者が650名いました。そして、１人

当たりの利用回数については、最大が514回、最
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小が１回でした。 

 次に、交通結節点への３年間の推移について

は、平成30年は延べ利用者が１万9,545人、この

うち交通結節点利用者が3,057名、割合は15.6％

です。 

 同じく令和元年度においては、延べ利用者が１

万8,936名、交通結節点利用者が3,018人、割合は

15.9％。昨年度は延べ利用者が１万7,135人、交

通結節点利用者が2,600人、割合は15.2％で、い

わゆる約15％から16％の方が交通結節点を利用さ

れているというふうな統計が出ています。 

 次に、運転免許証と利用者数との関連について

は、新居浜警察署にお尋ねしたところ、管内にお

ける年度ごとの運転免許証自主返納者は増加傾向

にあるとのことです。 

 デマンド交通の運行を開始した平成27年は、

382人が自主返納されたと伺っています。昨年度

は680人が返納されています。今年度において

は、先月９月末までに既に479人が自主返納済み

と伺っています。 

 そうした中、デマンドタクシーの実際の利用者

においても、自主返納者が年々増えており、令和

元年度、令和２年度とも半数が自主返納者という

ことになっています。 

 高齢者による交通事故の増加が大変大きい問題

となっている中、運転免許証の返納については大

きな予防策の一つであって、自主返納された方の

移動手段の一つとしてこのデマンドタクシーを選

択していただいているものと考えており、こうし

た傾向は今後も続いていくものと推測していま

す。 

 今後、自主返納者をはじめ高齢者が、マイカー

に依存することなく移動することができ、そして

充実した生活が続けられるよう取り組んでいきた

いと考えています。 

○委員（白川誉） コロナ禍なのでこれだけの数

字では判断できないとは思いますが、過去の推移

を見ると、実際にそもそも生活スタイルが変わっ

てきている中で、その利便性、もう一つは川西地

区にデマンドがないということに対して、足がな

くて困っているような方々が利用していないとい

うのは誰もが分かっている話だと思うのですが、

そのあたりも含めてどのように考えられているの

か、お聞かせください。 

○神野地域交通課長 デマンドタクシーについて

は、路線バスや一般タクシーを補完するものと位

置づけており、双方の中間に位置する公共交通機

関と考えています。そして、路線バスや一般タク

シーをうまく組み合わせて共存を図ることを基本

と考えています。 

 そういったことから、白川委員さんが質問され

たように、利便性の向上の要望が強いことは十分

認識しています。今後市全体の交通機関の役割分

担、バランスを図った上で地域の実情に応じてそ

のサービス水準などを工夫しながら、例えばバス

については大量輸送が可能なこと、それを補完す

るデマンド型の交通といった特性を生かした使い

やすい交通手段を目指してまいりたいと考えてい

ます。 

○委員（白川誉） 先ほどの答弁にもありました

が、そもそもデマンドタクシーが、立てつけ的に

はバスの一環であるというのは理解しています。

端的に言うと川西地区には、せとうちバスの路線

バスが多いので、デマンドがないということにな

っていると思いますが、実際これから検討してい

く上で、川西地区でデマンドも含めた形で検討し

ていくという認識でよろしいのでしょうか。 

○神野地域交通課長 そういったことも一つの使

いやすい交通手段の一つとして捉まえて考えてい

きたいと思っています。 

【ふるさと応援寄附金推進費】 

○委員（藤田豊治） まず、１点目は、最近３年

間の寄附金額の推移を教えてください。 

 ２点目は、令和２年度の寄附金額は、計画に対

してどうでしたか。 

 ３点目は、令和２年度、特にＰＲ及び返礼品に

ついてを教えてください。クレームはありません

でしたか。 

 ４点目は、令和２年度の寄附金の使途を教えて

ください。 

○藤田観光物産課長 まず、３年間の推移です

が、返礼品の割合見直しなど制度の大幅な変更が

あった平成30年度は２億7,496万3,010円で、前年

比48％と大きく落ち込みましたが、令和元年度は

３億9,456万9,005円で、前年比143％と大きく回

復し、令和２年度は５億55万4,000円で、前年比

127％であり、制度改正前の水準に戻ってきてい

ると考えています。 

 次に、計画に対して寄附金額はどうだったかに

ついては、令和２年度の当初予算としては、歳入
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で４億5,000万円を計上していましたが、コロナ

禍による巣籠もり需要の影響もあり、全国的にふ

るさと納税が大きく増加しました。本市において

も５億55万4,000円の寄附金額となり、当初計画

の11.2％増となりました。 

 次に、ＰＲ、クレームについては、特に広告費

を投入してのＰＲは行っていませんが、新居浜市

のふるさと納税サイト上での市の紹介や返礼品の

特集など、工夫を行うことで利用促進につながる

取組を行っています。 

 返礼品については、総務省の示す基準の範囲内

で物産協会と各事業者との協力により、太鼓台の

絵本や海底熟成酒、手作り工芸品などの特徴のあ

る個性豊かな返礼品の展開により寄附額の増加に

向けた取組を行いました。クレームについては、

返礼品の中身に関する指摘は一部ありますが、事

業者を含め迅速かつ丁寧に対応を行っており、全

ての事案に対し御理解、御納得をいただいていま

す。市のイメージダウンとなるようなクレームは

発生していません。 

 次に、寄附金の使途については、一般財源に組

み込まれる仕組みとなっており、特化した事業に

対する充当とはなっていませんが、市が掲げる６

つのまちづくりの目標の各事業の財源として活用

しています。 

【雇用対策費】 

○副委員長（高塚広義） まず、１点目、事業費

が前年度と比較して約360万円と大幅に増加して

いますが、その理由についてお伺いします。 

 ２点目、高校生合同会社説明会開催事業です

が、これはお聞きしたらコロナで中止と伺いまし

た。高校生の地元定着率について、新卒の高卒者

が地元企業へ何名就職されたのか、平成30年度か

ら令和２年度までの直近の３年間の推移を分かれ

ばお伺いします。 

 ３点目、高校生企業紹介冊子の作成部数及び配

付先、冊子の評価はいかがでしたか、お伺いしま

す。 

 ４点目、合同企業説明会開催事業で、参加者数

及び成果はいかがでしたか。 

 ５点目、女性のための合同企業説明会開催事業

が予定されていましたが、取組内容及び成果はい

かがでしたか、お伺いします。 

○松原産業振興課長 まず、１点目の事業費の増

加については、毎年３月に実施しています新居浜

市雇用対策協議会による合同企業説明会を、新型

コロナウイルス感染拡大防止のため、対面方式か

らオンライン形式に切り替えて実施したことによ

る協議会への負担金の増額分、及び令和２年度に

新たに実施した女性のための合同企業説明会に係

る事業費です。 

 ２点目の地元への定着率、３か年の市内への就

職数は、平成30年度は123人、令和元年度は

170人、令和２年度は144人となっています。 

 ３点目の高校生企業紹介冊子の作成部数は

600冊で、配付先は県内を中心に85校の高校に配

付しています。評価として就職担当の教諭及び保

護者からは、いろいろな業種の企業が掲載されて

おり、社長や先輩社員の声も掲載されるなど、企

業選びの参考になる等のお声をいただいていま

す。 

 ４点目の合同企業説明会開催事業は、239名が

参加しています。成果としては、令和４年３月卒

業予定の大学生を対象とした事業であったことか

ら、現段階では各社の採用数を把握できていませ

ん。毎年度春先に説明会等への参加各社に対して

採用人数の調査を実施しており、そのタイミング

で本事業の参加企業にも調査を行い、把握に努め

ていきたいと考えています。 

 ５点目の女性のための合同企業説明会開催事業

ついては、市内企業10社の参加による企業説明会

を開催し、併せて働くきっかけづくりとなるセミ

ナー、それから働く女性の印象アップ・メイクア

ップ・ヘアアレンジセミナーを実施し、企業説明

会には延べ41名が来場し、そのうち１人が無事就

職につながりました。 

○副委員長（高塚広義） 女性のための合同企業

説明会で、41人参加されて１人が就職されたとい

うことですが、そのあたりどうして就職に結びつ

かなかったか、なかなか評価は難しいと思います

が、どのようにお考えか、お伺いします。 

○松原産業振興課長 参加者41名に対し、当日ア

ンケートや、直接お声もお聞きしました。今回合

同企業説明会ということで、企業と女性の方々と

の直接の対面の場を設けましたが、いきなり各企

業との対面での話というよりは、その前段階とい

いますか、子育てとの両立であったり、介護の問

題であったり、家庭全体での収入に伴う税金対策

であったり、働く上でもいろいろ気がかりなこと

があるというようなお声をお聞きしました。そう
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いったところも少しフォローアップした上で段階

的に女性の皆様の就職や仕事へのつながりをつく

っていく必要があるかなと感じています。そうい

ったことで、実は今年度の事業ですが、お仕事発

見、それから新居浜の魅力発見、こういったテー

マを基に11月以降イベントを開催する予定として

います。この中で、女性のための社会保険や税金

対策に関するセミナー、子育て両立に関するワー

クショップや、簡単なものですが、実際に女性の

方々に体験していただけるお仕事体験のワークシ

ョップなども開催する予定です。こういった取組

を通じ、実際に働かれる上でのいわゆる胸のつか

えといったところを取り除かせていただくような

支援をしながら、地域での多様な働き方の実現に

つなげていきたいと考えています。 

○委員（片平恵美） 高校生への企業紹介冊子に

ついては、学校にそれぞれ置いて希望者が取るよ

うな形になっていたのかなというふうに思いまし

た。大学などで外に出ていく子たちに新居浜に戻

ってきたくなるように冊子を渡すという視点はな

かったのかなということで、進学希望の高校生に

も将来のＵターンを見据えて配付しているのかと

いうことをお伺いします。 

○松原産業振興課長 600冊の配付85校に対して

は、各校の就職希望の生徒数をお伺いし配付して

います。ただし、進学希望の方や各保護者などに

も閲覧していただけるよう、高校の希望に添って

余分に冊子配付を行っています。 

【農業経営者育成支援費】 

○委員（片平恵美） 新規の就農者が何人います

か、60歳未満の若手の就農者数に変化はあります

か。 

○山本農林水産課長 令和２年度末時点において

農業次世代人材投資資金の交付を受けている認定

新規就農者は３名で、令和３年９月末現在では、

その後の新規の申込みはありません。 

 認定新規就農者３名は、いずれも40歳代の若手

農業者で、２名は露地野菜をメインに、１名はハ

ウスでのイチゴをメインに栽培を行っています。 

 60歳未満の若手就農者数に変化はあるかについ

ては、市内の認定農業者で見ると、令和２年度末

時点で60歳未満は33名中８名であり、５年前の平

成28年度末時点では32名中７名であり、認定農業

者の若手就農者数については横ばい傾向となって

います。 

 また、市内全体の農業者で見ると、2020年の農

林業センサスにおける農業従事者数については、

全体で904名、うち60歳未満は250名で、60歳未満

の割合は27.7％となっており、ちょっと低い状態

となっています。従事者の高齢化が顕著となって

います。 

 調査項目の変更があったため正確な比較はでき

ないのですが、農業をふだんの主な仕事としてい

る基幹的農業従事者数も2015年と比較すると60歳

未満は減少していることから、農業従事者数全体

の減少に加えて、若手就農者の割合も減少が進ん

でいるものと考えられます。 

【有害鳥獣駆除費】 

○委員（小野志保） 耕作放棄地をすみかにさせ

ないためにどのような取組を行いましたか。地域

全体での広域的な防護対策が重要だと考えます

が、どのように推進してきましたか。 

○山本農林水産課長 まず、耕作放棄地をすみか

にさせないためどのような取組を行ったのかとい

うことについては、イノシシ、ニホンザル等の農

作物に被害を与えている鳥獣は、人から見つかり

にくい山林ややぶを好んで行動することから、鳥

獣のすみか、通り道となりやすい耕作放棄地の解

消は、被害軽減に直結する有効な対策と考えてい

ます。農林水産課では、農業者等から鳥獣被害対

策についての相談があったとき、まず被害状況の

確認を行い、耕作放棄地がその要因と考えられる

場合は、農業委員会や自治会等を通じて草刈りの

依頼をするとともに、鳥獣の侵入経路、隠れ場所

等の調査を実施し、個別の周辺環境改善対策等の

取組への支援を行っています。 

 また、習性、行動から学ぶ被害対策と題したイ

ノシシ、ニホンザル対策についての市独自の啓発

用スライドの資料を作成し、講座を開催するな

ど、周辺の環境づくり、耕作放棄地の解消も含め

た鳥獣害対策として有効な取組を周知するととも

に、防護柵の設置補助等と併せて鳥獣に強い集落

づくりを今後も支援していきます。 

 地域全体への広域的な防護対策をどのように推

進してきたかということについては、広域防護

は、被害をなくす上で重要なことであり、積極的

に取り組む必要がありますが、市内については耕

作放棄地が点在していること、また他市のように

かんきつ生産等で集団的大規模に営農を行ってい

る地域が少なく、小規模な零細農家が多くを占め
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る新居浜市においては、農家ごとに対策の実施に

対する意識に大きな差異があり、その前段階とし

ての取組が本市としては必要と考えており、個別

の農地を守るための防護柵設置補助制度、ニホン

ザル追い払い用煙火の無償配付、職員による現場

指導、助言等の対策をきめ細かく実施すること

で、農業者等に広域的な防護対策の必要性を周知

し、地域全体における被害の根絶に取り組める体

制づくりを推進してきました。 

 また、昨年度については、県主催の愛媛鳥獣管

理専門員育成事業に農林水産課職員が参加し、モ

デル地区として垣生地区の農家に防護柵資材を無

償配付、設置方法等の説明会や現地研修を開催し

ました。 

 今後においては、特に地域単位での出前講座等

の実施を積極的に進め、総合的な鳥獣被害対策を

進めたいと考えています。 

○委員（篠原茂） 有害鳥獣ですが、東田三丁目

の美しが丘の団地内にイノシシが現れます。耕作

放棄地じゃない場所にも現れてきて、農地を守る

だけでなく、人間を守らないといけないような状

態になっています。 

 農林水産課にもお願いしていますが、私もこれ

がいいという対策というのはなかなかないです。

あそこは住宅地ですから猟友会の皆さんも、鉄砲

を使ったりすることもできないし、何かよい方法

がありましたら早急に対策をお願いしたいと思い

ます。 

○山本農林水産課長 東田地区については、光明

寺方面からイノシシが入ってきているような状態

があり、篠原委員さんからも相談を受けていま

す。 

 猟友会等にも依頼して、わなをかけられる場所

には、わなをかけてもらって数頭捕獲しました

が、まだ出現しているような状態です。 

 今後については、警察等関係機関とも協力し、

住民の意見もお聞きして最良の方法を考えていき

たいと思います。 

  午前１１時００分休憩 

―――――――――― ◇ ―――――――――― 

  午前１１時１０分再開 

【大島七福芋作付け拡大事業費】 

○委員（田窪秀道） まず初めに、１番目、昨年

度大島地区における地域おこし協力隊活動に要し

た経費183万3,000円の内訳をお伺いします。  

２番目、大島協力隊員の報酬や家賃支援に関し

ては、市はGOODWILLに委託し、現状年間約200万

円を拠出していますが、市はGOODWILLと七福芋に

関してどのような契約を結んでいますか。 

 ３番目、本事業では当初から協力隊員に七福芋

を栽培する畑も提供せず、ただ単に生産事業者の

手伝いをさせていましたが、島に協力隊員を求め

るのであれば、市が当然七福芋を栽培する畑ぐら

いは確保してあげるべきと考えますが、いかがか

でしょうか。 

 ４番目、当初の計画では、大島への協力隊員は

２名導入予定でしたが、残り１名は現状どのよう

な状況ですか。また行政は協力隊員の任期満了後

の仕事の世話や大島への定住策等を考え、事業を

行っていますか。 

 ５番目、今回どれだけ作付面積が拡大したの

か、お答え願います。 

○山本農林水産課長 まず、１番目、経費183万

3,000円の内訳については、11月から着任した地

域おこし協力隊員への報償費として月額20万円、

保険料等を含む部分の５か月分で100万円、受入

れ団体に地域おこし協力隊の活動支援や生活支援

の委託料として年間分200万円のうち５か月分

83万3,000円を支払っています。委託料の主な内

容は、協力隊員の活動や生活に係る経費で、家

賃、活動車両に係る費用、パソコン代、旅費、そ

の他消耗品費、受入れ団体活動費等となっていま

す。 

 ２番目の質疑について、委託契約の内容として

は、地域おこし協力隊の活動支援を行うことと

し、具体的には、１、七福芋生産活動事業、２、

七福芋を活用した特産品の開発、製造、３、農林

水産業の振興活動、４、鳥獣被害対策活動、５、

地域資源の発掘及び振興活動、６、移住交流の促

進に係る活動、７、地域活性化活動、伝統行事な

どの活動等を支援することとしています。加えて

受入れ団体には、七福芋生産活動を主体とした年

間スケジュールに沿った計画を仕様に明示し、そ

の計画に沿った支援活動をお願いしています。 

 ３番目の質疑については、協力隊員が大島で七

福芋の生産活動をするに当たり、１年目はまず七

福芋の生産を行っている２法人や個人の農家の下

で技術や管理を習得してもらう計画でした。今後

は、協力隊員の意向を踏まえて、島内外の方に農

地の提供を依頼してその確保を目指し、協力隊員
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自らが作付を行っていく環境を整備したいと考え

ています。 

 ４番目の質疑については、協力隊員２名導入し

たのは令和３年度からとなっています。２人目の

協力隊員については、現在問合せはあるものの、

新型コロナウイルス感染拡大の影響等も大きく、

応募がない状態がしばらく続いていました。８月

以降に２名の応募がありましたが、現在着任には

至っていません。協力隊員の任期終了後について

は、本人の意向を尊重し、起業をする、七福芋の

生産を続けながら他業で生計を立てる、また農業

関連の法人へ就職するなど様々な選択肢がありま

すが、着任時から定期的に話合いを行い、定住に

つながる情報交換、情報提供をきめ細かく進め、

可能な限り協力隊員の目指す将来像につながるよ

う支援をしていきます。 

 ５番目の今回どれだけ作付面積が拡大したのか

ということですが、令和元年度１万2,000平米か

ら令和２年度にかけて2,500平米を拡大し約１万

4,500平米の作付となっています。 

○委員（田窪秀道） 個人的には、１年目は芋を

商売にしている人から教えてもらって、２年、３

年目には自分で畑を大島の人からお借りして事業

をし、協力隊員の１か月の報酬20万円プラス芋が

できたらそれがプラスになると。だけど、あの高

齢化率の高い小さな島で２名導入した場合に、畑

も確保が難しいし、ましてや市から芋の掘る機械

や耕す機械など一切提供されないままで２名導入

したらどういうことになるか。２人がけんかし出

すのではないかと私は思うのです。この農林水産

課の事業として２人を望んでいますが、１人は高

齢者支援や、地域コミュニティー支援、買物支

援、伝統文化事業継承支援などの方面から来ても

らって、芋で競合させないように何とか工夫でき

ないものかと思うのですが、その辺はいかがでし

ょうか。 

○山本農林水産課長 農林水産課として、募集を

かけている地域おこし協力隊の活動については、

七福芋生産に関することだけではなく、地域ブラ

ンドや地場産品の開発、販売、ＰＲ等の地域おこ

し支援や農林水産業への従事、住民支援などの地

域協力活動を行いながらその地域への定住、定着

を図るという取組になっています。 

 現協力隊員等については、活動が競合すること

で２人目の協力隊員が不利益を被ることがないよ

うにしたいと当然考えており、隊員の意向や地域

住民の方の意見も聞きながら、２人目の活動内容

については協力隊員間でうまく活動内容のすみ分

けができるように、必要があれば地域協力活動等

の比重を高めるなど、市のほかの部局とも連携し

ながら対応していきたいと考えています。 

○委員（大條雅久） ２年目を迎えられている協

力隊員の方が畑として耕す耕作地はどのくらい確

保できているのですか。 

○山本農林水産課長 大島の住民の方からお借り

した400平米の土地、４アールで白芋を現在栽培

しています。 

○委員（大條雅久） その方が４アールの畑を自

身の耕作地として耕しているとのことですが、そ

れは事業として十分な広さですか。 

○山本農林水産課長 当然採算を取ったりするに

は十分ではないと思います。現状ではそれだけの

部分しか借りていないということです。 

○委員（大條雅久） 決算で聞いて申し訳ないの

ですが、２年目迎えて来年で任期が終わるわけで

すか。それまでにめどがつくということで今進ん

でいるのですか。それで２人目も募集されるとい

う計画ですか。 

○山本農林水産課長 現在の協力隊員が着任した

のは昨年度の11月からですので、まだ１年が経過

していません。あと２年の間にもう少し作付面積

を増やせるように、あともう１名についても、先

ほど田窪委員が話されたように、現隊員とすみ分

けができるような形を考えていきたいと思いま

す。 

【野菜生産販売体制応援事業費】 

○委員（伊藤優子） 産直市運営事業者に対して

普及啓発、広告、消耗品、種苗購入に対する補助

金とありますが、どのような普及啓発、広告、ま

たどのような種苗購入を行われたのですか。 

○山本農林水産課長 国の地方創生臨時交付金を

活用して市内17店舗で産直市を運営する６事業

者、内訳は新規開設が３事業者で、既存が３事業

者になるのですが、これらの事業者に補助金を支

出しました。 

 補助金の主な使途としては、新規開設事業者に

は普及啓発費として、立ち上げ等に要する人件費

や店舗工事に係る経費、全事業者を対象として野

菜の陳列棚やトレーなどの導入費用、広告費とし

ては、出荷者募集及び産直市のＰＲを行うための
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情報誌等への掲載、チラシの作成などの経費とな

ります。 

 種苗購入については、延べ106名の生産農家が

１店舗１農家当たり５万円を上限とし、産直市に

出荷するための野菜種苗を購入しています。 

 購入された種苗の一例としては、希少品種では

ジャガイモの種類であるインカのめざめや、アイ

スプラント、キャベツの仲間であるコールラビ、

一般品種では大根、ホウレンソウ、トマト等の多

種多様な野菜種苗が購入されており、野菜生産、

産直市への出荷を行う販売農家を支援することで

地産地消の推進にもつながるものと考えていま

す。 

【農道維持管理事業】 

○委員（小野辰夫） 何件の要望がありました

か、積み残し何件ぐらいありましたか、あるとす

れば額にして幾らぐらいですか。 

○村上経済部次長（農地整備課長） まず、令和

２年度の要望件数は180件です。 

 要望件数180件のうち、令和３年９月30日現在

で実施件数は157件で、積み残し件数は23件で

す。積み残し分の概算金額は約2,400万円の見込

みです。 

【別子木材センター販路開拓支援事業費】 

○委員（河内優子） コンサルタント導入後の効

果として、新たな事業計画をお伺いします。 

○山本農林水産課長 本事業では、別子木材セン

ターが令和３年度から令和７年度の５か年の経営

計画を作成しました。経営計画の内容としては、

既存の１社の主要取引先としての位置づけは維持

しつつも、１社依存体質からの脱却を図り、経営

の安定化を目指すものとなっております。 

 県内工務店等を対象として実施した市場調査結

果を踏まえ、今後の重点商品、国産ヒノキ、杉を

活用した積層間柱、カスタムフリー板を設定し、

既存の重点顧客への営業強化に加え、新規顧客獲

得に向けて積極的な営業活動に取り組みます。 

 また、老朽化した工作機械の計画的な更新と建

家の大規模な修繕は従前からの大きな課題であっ

たため、今回の経営計画では、機械については生

産効率向上度合いの観点で優先順位をつけ、順次

更新していくことになっています。 

 それから、建屋の大規模修繕についても、照明

器具の交換などの大規模修繕についても実施する

予定としています。 

【中小企業振興対策費】 

○委員（白川誉） １つ目、各種条例補助金につ

いて、主立ったもので構いませんので、３か年の

利用推移と考察を教えてください。 

 ２つ目、人材確保事業について、52件の内訳を

教えてください。 

 ３つ目、人材確保事業について、シニア層を採

用のメインに対象としている業種を考えますと、

ネットよりも紙媒体を活用した同様のスキームが

必要だと考えますが、見解をお聞かせください。 

 事業所設置事業について、これからの新サービ

スや新ビジネスモデルを考えますと、建物の固定

資産税評価額500万円以上というのはハードルが

高いと思いますが、見解をお聞かせください。 

 最後に、条例補助金の要件について、コロナの

影響で倒産、廃業された市内外の再チャレンジし

た場合というのは対象外となるのでしょうか。首

都圏の企業が地方へ新会社を設立した場合も含め

てお答えください。 

○松原産業振興課長 まず、１点目の各種条例補

助金の３か年の利用推移と考察です。 

 本補助金については、平成30年度が198件の申

請に対して、約8,200万円程度の補助金交付をし

ており、令和元年度については、165件の申請に

対し約6,000万円の補助金交付をしています。 

 また、令和２年度については、176件の申請に

対して約7,400万円の補助金交付をしている状況

です。 

 特に申請件数の多いものとして、大手就職情報

サイトへの登録料や合同企業説明会への参加経費

を補助対象としている人材確保事業で、３年間で

150件の申請があり、約2,800万円の補助金を交付

しています。金額面では、生産性の向上に資する

ような設備導入に係る経費を補助対象としている

生産性向上機器導入事業で、３年間で63件の申請

に対し、約8,700万円の補助金を交付していま

す。 

 また、考察ですが、本中小企業振興条例につい

ては、３年間の時限つきの条例であり、３年ごと

に改正を行っています。直近の令和２年４月での

改正については、ＩＴツールの導入促進や生産性

向上に寄与する設備投資への支援を強化したほ

か、人材確保関連メニューを拡充しました。ここ

３年の申請推移でも、人材確保関連、生産性向上

機器導入事業の申請件数が上位を占めており、今
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後においても企業ニーズや中小企業を取り巻く動

向を捉えて適切な支援メニューの検討を図ってい

きたいと考えています。 

 次に、２点目の人材確保事業の内訳です。 

 人材確保事業については、46社の申請があり、

業種としては、一番多い業種が設備工事業、次い

で機械器具卸売業となっています。 

 採用者数は55名で、市内外割合は把握できてい

ませんが、補助対象となる就職情報サイト、合同

企業説明会の利用企業のほとんどは大卒者を対象

としていることから、採用者の大半が市外からの

市内への就職者であると考えています。 

 次に、３点目のネットでなく紙媒体を活用した

本事業同様のスキームの必要性について、中小企

業振興条例は、来年度改正、見直しの作業を控え

ていることから、企業ニーズ調査それから採用動

向等を踏まえ、提案のスキームについても検討し

ていきたいと考えています。 

 次に、４点目の事業所設置事業におけるこれか

らの新サービスや新ビジネスモデルを踏まえた取

組についてです。この事業所設置事業について

は、一定規模以上の工場や倉庫などの建設を前提

としたものですが、質問にありましたＩＴやＤＸ

など、いわゆる技術革新のスピードや激しい事業

環境の変化への対応が求められる企業立地につい

ては、事業所の新設や新しい資産の取得ではな

く、事業拠点等を賃借やリースで事業を進められ

る事例が多いものと想定しています。こうしたこ

とを踏まえ、新居浜市企業立地促進条例では、令

和２年度より情報サービス業等奨励金というメニ

ューを新設しています。本メニューでは、情報サ

ービス業やインターネット付随サービス業を営む

事業者が立地した際の事務所の賃借料それから事

務所の改装費、また情報通信関連機器の設置費用

などを補助対象としていることから、市内のＩＴ

系企業の立地においては、まずこの奨励金での支

援を考えています。そのほか新たなビジネスへの

展開については、当課の創業支援補助金による支

援も図っていきたいと考えています。 

 続いて、５点目の条例補助金の要件について、

コロナの影響で倒産、廃業された中小企業者等、

市外の方も含め再チャレンジされた場合ですが、

原則１年以上の事業継続要件が前提ですが、補助

対象となります。 

○委員（井谷幸恵） １点目は、令和２年度の新

居浜市の中小零細企業の倒産件数。２点目は、申

請件数と決定件数。３点目は、必要としている人

に周知されていると認識していますか。 

○松原産業振興課長 まず、１点目の令和２年度

の市内中小零細企業の倒産件数について、全ての

倒産件数は把握できていませんが、株式会社東京

商工リサーチの愛媛県企業倒産状況調査の情報を

毎月把握しています。この調査によると、令和２

年度に負債額1,000万円以上を抱えて倒産した件

数は、新居浜市で５件となっています。 

 ２点目の申請件数と決定件数については、申請

176件全てが交付決定となっています。 

 次に、３点目の必要としている人に周知されて

いるかどうかについては、本条例補助金は、新居

浜市企業応援パンフレットを作成し配付するとと

もに、市ホームページで補助制度について周知を

しています。 

 パンフレットについては、毎年新居浜商工会議

所を通じ約2,400の会員事業所へ配付するほか、

新居浜機械産業協同組合など各種業種組合を通じ

た市内事業者への配付により多くの皆様に周知し

ていただいていると認識しています。 

○委員（井谷幸恵） 特に高齢者、家族営業の

方、個人事業主など、そういう大変小さい企業に

対しても周知しているということですか。 

○松原産業振興課長 小規模事業者さんも含め、

まず商工会議所を通じて周知をさせていただくの

がベースにあります。もちろん問合せ等について

は、その都度対応しておりますが、お話をいただ

いた中小零細企業への周知もさらに検討を重ねて

いきたいと思います。 

【企業立地促進対策費】 

○副委員長（高塚広義） まず、１点目、当初予

算の事業費と比較して３億1,400万円と大幅に増

加していますが、その理由についてお伺いしま

す。 

 ２点目、企業立地促進条例に基づく補助金が補

助対象事業16件となっていますが、新規企業立地

及び既存企業の事業拡充はそれぞれ何件ですか。 

雇用の拡大など、どのような成果がありました

か。 

 ３点目、新規でＩＣＴ企業等誘致事業を行って

いますが、４社を想定した現地視察ツアーの取組

をどのように評価されていますか。また、実際に

誘致に結びついた等、成果がありましたか。 
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○松原産業振興課長 まず、１点目の当初予算の

事業費と比較しての増加分については、企業立地

促進条例に基づく企業立地促進奨励金です。この

奨励金については、前年の設備投資に係る取得資

産に対し、翌年１月１日を基準に賦課される固定

資産税の課税標準額を基に補助金額を算出してい

ます。こうしたことから、当初予算の要望時期に

おいては次年度の奨励金額を見積もれないため、

当該年度の補正予算措置で対応しています。な

お、当初予算の事業費については、前年度以前に

交付決定を行っており、要望時期に支出額が決定

している金額分を措置しています。 

 ２点目の補助対象となった企業の立地形態は、

市外企業の新規市内進出が１件、市内移転が５

件、事業拡大に伴う増設が10件となっています。

また雇用拡大の成果ですが、同奨励金の令和２年

度新規案件における新規市内雇用者数は41名とな

っています。 

 次に、ＩＣＴ企業等誘致事業の現地視察ツアー

の取組の評価、成果について、本事業では、まず

企業誘致ＰＲツールというものを作成し、それを

基に首都圏のＩＣＴ企業等の視察ツアーを開催し

ました。コロナ禍による緊急事態宣言等の影響を

受け、当初４社を見込んでいたツアーは縮小実施

となり、現地視察ツアーについては11月に１社を

実施、年度末には２回目の視察ツアーとして３社

参加したオンラインによる視察ツアーを実施しま

した。現地視察ツアーの参加企業１社は、本市へ

の進出に向け直前まで協議を進めていましたが、

企業誘致には至りませんでした。 

 評価としては、本事業を通じ事業環境の変化が

速く激しいＩＣＴ系企業の地方への進出について

は、我々の想定以上に慎重な判断が求められるこ

とを認識しました。そうしたことから、今年度内

閣府の事業採択を受け、新たに市内のサテライト

オフィス施設等を活用したお試しテレワーク等の

開催を予定しており、地方進出に向けた足がかり

として市内の施設を短期的に活用いただいて、市

内への新たな人の流れや企業誘致につなげていき

たいと考えています。 

○委員（米谷和之） 企業誘致業務委託料につい

て、当初予算は612万8,000円でしたが、決算は

446万4,000円に減っています。これはコロナの関

係ですか。減った四百四十何万円の財源内訳をお

願いします。 

 また、この事業の内容の中に企業誘致ＰＲツー

ルを作成するというのがあるのですが、具体的に

どのようなもので、どういうふうに今後活用され

ていくのですか。 

○松原産業振興課長 事業費の財源内訳について

は、２分の１が国の地方創生推進交付金となって

います。残りの２分の１は市の一般財源となって

います。 

 次に、企業誘致ＰＲツールについては、これま

では工場の建設や比較的大規模な企業誘致に取り

組んできましたが、ＩＴ系の企業誘致に取り組ん

だことがなかったので、そういった企業に対して

新居浜市のどういった部分を強みとして説明して

発信していくのかというようなところを整理する

必要があるのではないかというようなことを踏ま

え作成したものです。 

 取りまとめた資料の中身については、新居浜市

への立地に当たっての強みや地域資源、特にＩＴ

企業誘致に当たっては技術系の人材確保、また地

方進出に当たっての仕事の在り方、コスト面の動

向等を整理する必要があると認識し、人材確保に

おいては、10万人規模都市における高校数の多さ

や、都市部と比較しての家賃環境や、テナント料

の比較資料、また我々の補助制度など立地に当た

っての優遇措置等についてまとめた資料を作成し

ています。昨年度の視察ツアーにおいても、この

作成したＰＲツールを活用していますが、実は今

年度も継続して進めていますＩＣＴ企業誘致につ

いて、このＰＲツールを活用しています。当然や

り取りする企業はそれぞれ異なってきますので、

このＰＲツールについては随時改正を行いながら

継続的に整備を図っていきたいと思っています。 

○委員（米谷和之） 予算が610万円から440万円

に減った原因は何ですか。また、そのツールにつ

いてですが、それはいわゆる物として冊子になっ

ているものですか、それともコンピューターの上

にあるソフト的なものですか。 

○松原産業振興課長 まず、事業費については、

委託業務で入札を行った結果、この金額になりま

した。 

 また、ツールについては、紙媒体として作成し

ています。もちろん電子媒体でも用意しています

が、基本、紙媒体で準備しています。 

○委員（篠原茂） ＩＣＴ企業の誘致委託料はど

こに委託したのでしょうか。課題はどのような課
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題を捉えていますか。 

○松原産業振興課長 委託先については、企業誘

致やＵ・Ｉ・Ｊターン施策などを手がけている東

京都に本社を置くポート株式会社です。 

 課題については、視察ツアー等でやり取りをす

る中で、我々の想定以上に皆さん慎重な判断をし

ているというようなところがあり、それを踏まえ

て今年度市内のサテライトオフィスを使ってお試

しをしていただくような事業を実施していく予定

としており、こうした取組を通じて市内への誘致

につなげていきたいと考えています。 

【生活路線維持運行対策費】 

○委員（伊藤嘉秀） せとうちバスの市内運行対

策補助金だと思いますが、１年間で実際にせとう

ちバスに乗車した人数と乗車運賃による売上げは

幾らでしょうか。 

○神野地域交通課長 昨年度の乗車人数と運賃収

入ですが、国庫補助路線４路線６系統ございま

す。そして、県費の補助路線が２路線３系統、合

わせて６路線９系統あり、合計で乗車された方が

41万6,525人で運賃収入が１億4,635万8,658円で

す。これは、前年度に比べ乗車人員は約25万

7,000人、38％の減少、運賃収入は約4,000万円、

22％の減少となっています。 

○委員（伊藤嘉秀） この減少はコロナによる影

響でしょうか、それとも傾向として減少傾向にあ

るのでしょうか。 

○神野地域交通課長 乗車人員については、過去

５年間ほぼ横ばいの67万から68万人で推移をして

おりました。しかし、昨年度は今申し上げました

ように約41万7,000人であり、これについてはコ

ロナによる外出自粛の影響と推測しています。 

 また、運賃収入ついても、過去５年間ですが、

約１億8,700万円から１億9,000万円で推移をして

おりましたが、昨年度は4,000万円と、こちらも

コロナの影響と考えています。 

○委員（米谷和之） 生活路線維持運行対策費の

各５年間の事業費、つまりは補助金ということに

なりますが、それとバス利用者数の推移を教えて

ください。 

 それと、この対策費を算出する算定式がどのよ

うなものなのか、お尋ねします。 

○神野地域交通課長 まず、市の補助金のほうに

ついては、先ほどの国庫補助路線４路線６系統、

それから県費の補助路線２路線３系統合わせまし

て、平成28年度は4,967万3,000円、平成29年度は

5,220万4,000円、平成30年度には5,482万

1,000円、令和元年度には5,742万3,000円で、昨

年度は7,509万円です。 

 バス利用者数は、平成28年度は68万83人、平成

2 9年度は 6 7万 8 , 4 8 3人、平成3 0年度は 67万

4,051人、令和元年度は67万3,978人、昨年度、令

和２年度には41万6,525人、こういった推移にな

っています。 

 それから、市の補助金の算定式ですが、市の補

助金にはこうした運行に対する補助金と新型車両

を購入した場合に伴う減価償却費等が補助対象と

なっています。 

 まず、運行費の補助金については、基本的に経

常費用と経常収益の差額として、国庫補助の路線

については経常費用の20分の９を限度とする額か

ら国と県の補助金を引いた額、そして経常費用の

20分の11に相当する額と経常収益の差額を合わせ

たもの、それから県単路線については、経常費用

の20分の９を限度とする額を合わせた分になりま

す。 

 車両購入の減価補償金等の補助については、減

価償却として1,500万円を限度として定額法で算

出した額、そして購入に伴う金融費用として年

2.5％を上限として元利均等で算出した額、これ

らを合わせた分が補助金と算定されます。 

○委員（米谷和之） すみません、ちょっと今の

算定式が全然すぐには分からなかったので、また

改めてお伺いしますが、結果的に令和２年は前年

の5,700万円から7,500万円に大きく額が上がって

いますよね。また改めてお伺いします。 

  午前１１時５８分休憩 

―――――――――― ◇ ―――――――――― 

  午後 ０時５９分再開 

【別子山地域バス運行費】 

○委員（合田晋一郎） 別子山地域住民の生活利

用、地域外の方の社会生活利用、観光利用など、

利用状況を把握されていれば各３年間の状況を教

えてください。 

 また、利用者から要望などはありましたか。あ

れば、どのように対応されたのか、お伺いしま

す。 

○鍋井別子山支所長 年間の利用者数は平成30年

度が6,401人、令和元年度が6,533人、令和２年度

が4,660人となっています。 



－16－ 

 利用状況については、全体把握をしておりませ

んが、予約票の乗降区間から類推し、平成30年度

は住民の利用が 2 , 8 1 4人、地域外の利用が

2 , 7 4 2人、令和元年度は地域住民の利用が

2,964人、地域外の利用が2,775人、令和２年度は

地域住民の利用が2,000人、地域外の利用が

2,432人となっています。 

 そのうち観光の目的の利用については、平成

30年度341人、令和元年度452人、令和２年度

296人となっています。 

 また、通学は平成30年度3,802人、令和元年度

3,908人、令和２年度2,879人、通院は平成30年度

893人、令和元年度953人、令和２年度633人など

となっています。 

 続きまして利用者からの要望等です。昨年度別

子山地域の方からの要望は特にお聞きしておりま

せん。地域外の方からは、現在の時間帯以外に増

便してほしいとの要望がございました。 

 現状、地域住民の利便性を考えた時間帯で運行

しており、増便の対応はしておりません。 

○委員（大條雅久） 別子山地域バスということ

で先ほどの乗客数の数も、地域というのは別子山

地域にお住まいの方、ほかの方は別子山地域外の

新居浜市民という区分けで人数はおっしゃったの

でしょうか。 

○鍋井別子山支所長 大條委員さんの御質問のと

おりです。 

○委員（大條雅久） これはもう既に議会質問で

もお聞きして、いい返事をいただいていません

が、せっかく運行ルートがマイントピアを過ぎて

新居浜市内に入っていった後、駅や病院を回るの

ですから、新居浜市民いずれもが便利になるよう

な料金設定といった検討ははなからできないので

すか、やる可能性はあるのですか。 

○鍋井別子山支所長 別子山地域の地域バスの利

用料金については、せとうちバスやタクシー事業

者も委員になっている地域公共交通会議でまず料

金、ルートの了解を得て、それをもって運輸局に

こういう料金でこのルートでということでさせて

いただいています。 

 改定するためには、タクシー事業者やバス事業

者のほうの不利益とならないように配慮するとい

うことになっていることから、料金の改定は安く

するということは非常に難しいと思っています。 

 ただ、別子山地域バスにおきましては、回数

券、通常乗車ですと400円ですが、400円の券が

13枚つづりで4,000円という対応をしていますこ

とから、その回数券を購入いただけたら１回

308円ぐらいで乗れますので、そういった利用を

お願いしたいと思います。 

○委員（大條雅久） 地域の他の交通機関の方々

との会議の了解を経なければいけないという中

で、提案をしてはいけないということではないと

理解を私はしていますが、提案しても到底受け入

れられないだろうという判断をする根拠といいま

すか、過去にそういうことがあってのことでしょ

うか。 

 また、タクシーとこの地域バスというのは大分

形態が違いますので、直接重なるのはせとうちバ

スかと思いますが、直接交渉をするといった可能

性はないのでしょうか。 

○鍋井別子山支所長 質問のとおり、提案をして

はいけないということではございません。 

 ただ、現在提案をこれまでしてきていないの

は、別子山地域バスは御存じのとおり、料金収入

では運行できておりませんで、過疎債や電源立地

交付金、それと別子山の貯金である別子山振興基

金の繰入金をもって運行しており、約９割赤字の

補填をしています。 

 そういった関係から、別子の赤字補填額が増え

るということも考慮してこれまで提案をしてきて

ないと理解しています。 

【先進的技術実証支援事業費】 

○委員（越智克範） １点目は、予算時に次世代

産業基盤となる新技術を創出し、スマートシティ

ーの実現に向けた取組を加速するという目的とし

ていましたが、その成果はどのようですか。 

 ２点目は、得られた成果を今後どのように活用

していくのか、またその継続性はどのように考え

ておられますか。 

 ３点目は、本事業の今後の展開についてはいか

がでしょうか。この程度の予算規模で次世代技術

の基盤創出というのは可能でしょうか。 

○松原産業振興課長 まず、１点目の成果につい

てですが、昨年度はローカル５Ｇの電波特性に関

する実証、それからテレビを活用した通販サイト

の構築に関する実証、この２つの取組を補助採択

し、支援させていただきました。 

 １番目のローカル５Ｇ案件については、実証事

業終了後、今年度に入りまして複数の企業から問
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合せを受けており、事業連携についての協議を進

めていると伺っています。 

 ２番目の通販サイトの構築に関する実証につい

ては、現段階では事業化に至っておりませんが、

実証事業によりまして事業化に向けた課題や強み

の把握につながり、先進的技術の導入に向けた取

組を支援できたと認識しています。 

 次に、２番目の成果をどのように活用していく

のか、また継続性についてです。本事業について

は、この補助採択案件が地元新居浜市内で事業化

に至り、市内に波及的効果をもたらすことが重要

であると認識しています。そのため、実証事業の

支援終了後も、当課が運営している他の補助事業

や、国、県の施策なども含め、課題やフェーズに

応じた支援メニューを提案しながら事業化へ向け

た継続的な支援を図ってまいりたいと考えていま

す。 

 次に、３点目ですが、事業の今後の展開それか

ら予算規模についてです。本事業を通じＡＩやＩ

ｏＴなどの先進的技術を活用したビジネス展開を

後押しすることで、地域の牽引役となるような起

業や新事業の創出を図っていきたいと考えていま

す。 

 昨年度は２件の採択、今年度は３件の採択を現

在行っており、今後も年間３件程度の採択を行

い、新たな技術導入の機運を醸成していきたいと

考えています。 

 また、この実証支援事業を進める中で、事業の

規模であるとか事業者のニーズなどを参考にし

て、より効果的な支援方法や御質問にありました

予算規模についても検討していきたいと考えてい

ます。 

【タクシー事業者応援事業費】 

○委員（田窪秀道） まず、１番目、令和２年度

新居浜市一般会計補正予算（第３号）での本事業

説明では、新型コロナ感染拡大により対前年比

50％以上収益が減少したタクシー事業者に対し

て、支援給付金700万円及び飲食店と協力し旅客

運送以外に収益を確保するための補助事業として

674万円で、全体予算は1,374万円だったのです

が、結果的には770万7,000円でありました。残っ

た差額603万3,000円の説明と本事業を実施した成

果をお伺いします。 

 ２番目、市内のタクシー事業者で対前年比売上

げが50％未満で、給付金１台５万円をもらえなか

ったタクシー事業者は何社ありましたか。当初タ

クシー140台分700万円支給予定だったが、最終的

には何台分給付しましたか。 

 ３番目、タクシーの配達代金は１回1,500円、

2,000回分でありましたが、別子山と大島以外で

市内中心部から遠い地域、例えば黒島、荷内、阿

島、船木、大生院からの注文に対して、本当に配

達対応しましたか。 

 それと、テークアウトの店は当初20店舗弱だっ

たとお聞きしましたが、市内の飲食業界の数から

考察すると、国の支援金とはいえ本事業は公正、

公平な救済事業であったと考えていますか。 

 ４番目、本事業では徳島県の電脳交通に配車ア

プリを使った配送システム導入、委託として当初

予算の314万円支払っていますが、どうして徳島

県の業者にわざわざ新居浜市で使える国からのコ

ロナ給付金を支払わざるを得なかったのか説明く

ださい。 

 事前の聞き取りでは、新居浜市内で核となって

取りまとめてくれるタクシー事業者がいなかった

ことが、徳島県の業者選定理由であるとのことで

すが、他県の配車アプリ等を使わなくても、新居

浜市内であればタクシー附属のナビやスマホで名

前、住所、電話番号等を聞けば十分顧客の要望に

応えられたと思うし、結果論ですが、仮に配車ア

プリに持ち出した314万円があれば、テークアウ

ト配送回数であと2,000回分上積みも図れたし、

売上げが50％未満の業者に対して少なくとも何ら

かの支援ができたと考えられますが、いかがでし

ょうか。 

○神野地域交通課長 まず、１つ目の執行残とし

て残った分の説明と本事業の成果についてです。 

 タクシー事業の応援給付金としては、市内８タ

クシー事業者のうち６事業者、84台分に対して、

１台当たり５万円として420万円を支給しまし

た。 

 一方で、８社のうち２業者が給付金の対象にな

らなかったことにより、減額280万円となってい

ます。 

 デリバリーサービスの応援補助金については、

８事業者のうち６事業者、486回のデリバリーに

対しまして、システムの導入支援費 2 1 7万

8,110円、そして１回当たり1,500円の配達費とし

て72万9,000円、合計290万7,110円補助しまし

た。 
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 この応援補助金については、一方で２業者が事

業を実施しなかったこと、そして第二波の感染拡

大の収束が一旦見えてきた時期でしたので、タク

シーを使ってまでデリバリーを頼むということに

市民の皆さんが至らず、配達業務も少なかったこ

とにより323万2,000円が減額となる見込みとなり

ました。よって、２つを合わせ603万2,000円が執

行残となる見込みとなったことから、先般令和２

年度の３月補正予算にて減額しました。 

 それから、２つ目のタクシーの応援事業費の件

で対象外になったところ、それから最終的な台数

ですけれども、８事業者のうち、先ほど言いまし

たように、２業者の方が給付金対象になりません

でした。残りの６事業者の方が、対前年度比で売

上げが50％以上減少しておりましたことから、こ

の６事業者の保有台数84台分に対して420万円を

支給させていただいています。 

 ３つ目の中心部から遠い地域の配達そして市内

飲食業界の数からどうだったのかという質問につ

いては、配達回数が486回のうち、市の周辺地域

とされる多喜浜や船木、立川、大生院地区のお住

まいへの配達は、23の登録店舗の店から32回配達

がありました。 

 このタクシーデリバリーについては、各タクシ

ー事業者が自ら事業主体となって、そして飲食店

と消費をされる市民の皆さんを直接つないで商品

を配達して、そして代金の代理回収も行う業務で

す。そういったことから、タクシー事業者さんに

とっては初めての取組で、なかなか自分たちだけ

では飲食店の募集は難しい、厳しいというお声も

当初いただきました。この時点でタクシー業者自

らが登録を見つけてきた店が20店舗ありました。 

 そういったことから、市としてもホームページ

やＳＮＳ、フリーペーパーを通して募集をしてこ

の事業を後押ししました。 

 しかしながら、先ほど申し上げましたように、

当時は第二波の収束の兆しが一旦見えてきました

ことから、市民の皆さんが店へ直接商品を取りに

行ったり、外食も少しは増えてきたことから、デ

リバリー実施を悩んでいる飲食店の方も多くあり

ました。 

 そういったことから、結果として、当初20店舗

だったのですが、登録店舗は最終的に28店舗にと

どまってしまいました。 

 全体の飲食業界のお店が約600店舗ですので、

約4.5％ということで、業界全体には広がらなか

ったということです。 

 ただし、この事業を実施したタクシー事業者と

事業に参加をしていただいた飲食店の方において

は、少しではありますが需要増や売上げの一助に

つながったのではないかと推測します。 

 そして、市民の皆さんにとっては、テークアウ

トやデリバリーは浸透したと思いますが、やはり

タクシーを使ってまで配達を頼むというところに

は至らなかったのではないかというふうに推測し

ています。 

 それから、４番目のこういった業務を行うに当

たっての業者の選定です。先ほど申し上げました

ように、この事業はあくまでもタクシー事業者が

自ら事業主体となるというようなことで、飲食

店、消費者をつないで商品の配達をする、そして

代理回収をする、こういったことを取りまとめて

いくシステムがどうしても必要と伺っています。

コロナ禍でもあったことから、スピード感も必要

だと。そして、結果として、やはりフードデリバ

リーサービスの実績があって、コールセンター機

能もついたシステムが有効だというような話があ

り、電脳交通を採用したとタクシー事業者から説

明を受けています。 

 本来であれば、各事業者が今お持ちの既存の配

車システムを活用して商品を配達するようなシス

テムを独自に構築すればよかったのですが、コロ

ナ禍で自らそういったシステムをつくっていくこ

とについては、日常の業務、通常業務に大きく支

障が生じるということも判断の一因にあったとい

うふうに推察をしています。 

 こういったことから、補助要件や支給要件に合

致した事業者の措置であって、申請されなかった

業者には要件が厳しかったかと思いますが、今後

については、市全体それから各業界の実情に応じ

て工夫をしながら市民の消費喚起による経済波及

効果を後押しするなどして幅広く、そして手厚

く、公平、公正に支援をしていきたいと考えてい

ます。 

○委員（田窪秀道） その電脳交通の配車システ

ムを取り入れたのは、私は別に何も思わないので

すが、職員も研修に行っていますし、今後の新居

浜の地域公共交通に参考になるのであればそれは

結構なことだと思います。その電脳の配車システ

ムが新居浜のタクシー業界の配車のシステムに合
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わなかったからちょっと戸惑ったのかなというよ

うなことも考えられますが、私が聞いたのは、主

にフードデリバリーを主に持って走ったタクシー

会社は、近鉄と光の２社というようなことで、あ

との４社はほとんどデリバリーをやっていない

と。初めに給付金をもらえなかった事業者が２業

者あるということで、その２業者も売上げ的には

減っているとは思いますが、どの程度減っていた

のかというのは市場調査でつかまれていますか。 

○神野地域交通課長 まず、タクシー事業者の応

援金のもらえなかった２業者のうち１つは最大で

も30％、もう１社については48％の減少とお聞き

しています。50％以上減少というようなことか

ら、この48％の事業者の方についてはぎりぎりの

ところで支給要件に合致しなかったわけですけど

も、こういったところについてはやはり業界の実

情に応じて工夫もしながら幅広い手厚い支援が今

後必要と思います。 

 また、徳島の配車システムについては、今言わ

れた２社については既に入っていると聞いていま

す。そして、あと残りの方についても、一部入っ

ていたとは聞いていますが、このデリバリーサー

ビスの実施はしなかったと伺っています。 

○委員（神野恭多） 市内タクシー会社に対して

の意向調査は行いましたか。 

 先ほど答弁いただいていますが、再度お伺いし

たいと思いますが、効果と実績をどのように評価

していますか。 

○神野地域交通課長 １つ目の意向調査の件です

が、この事業については、昨年の９月まで国の特

例措置としてスタートをした事業で、10月以降も

継続して運送できるという通達が国からありまし

た。 

 そういったことから、９月４日から14日にかけ

て継続の意向調査を各タクシー事業者に実施した

ところです。 

 その際、タクシー事業者には、独自のシステム

をつくってから継続してはどうかというような提

案もさせていただいた結果、４事業者は当初継続

を考えていました。ただ、デリバリーの実績があ

ってコールセンター機能がどうしても必要で、併

せて運輸支局への再申請も必要といったことから

継続をしないという判断になったと伺っていま

す。 

 そして、この事業の効果、実績についてです

が、市としては事業を実施したタクシー事業者、

それから参加をした飲食店においては、需要増そ

れから売上増の一助につながったと考えていま

す。 

 そして、市民においては、テークアウト、デリ

バリー、こういったものが浸透して不要不急の外

出抑制を守りながら家庭でお店の味を堪能できる

ようになり、タクシー事業者それから飲食店の今

後の新しいビジネスを生み出すきっかけづくりに

なったのではないかと考えています。 

 最後に、こういった事業を継続していくために

も、現在タクシー事業者さんが使っている配車シ

ステムを活用して独自のシステムを構築していた

だければというふうに望んでいます。 

○委員（神野恭多） こういう事業が行われたタ

イミングは、専決処分がずっと続いている時期だ

ったというのを記憶しています。専決処分は地方

自治法でも定められていますが、市長の判断で、

コロナ禍でスピード感が必要だったというところ

で理解はできますが、こういった無責任な事業を

されるとやっぱり議会との信頼関係に大きく響く

ような事業だと感じました。 

 先ほど徳島県の事業所というところを聞いてさ

らにちょっと驚いたのですが、同時期に松山市が

民間で同じような事業を行いました。それにはそ

んなシステム料もほぼかかっていませんし、なお

かつちょっと僕もシステム料ってこんなにかかる

のかなと不思議に思って、県内の事業所のサイボ

ウズに確認をすると、もちろん内容にもよります

が、今後継続して使えるようなシステムの導入と

いうところで、費用で考えるとそんなにかかるの

かなという意見もいただいていますが、そういっ

たところへの確認はこれを進める際に行わなかっ

たのでしょうか。 

○神野地域交通課長 当時タクシー事業者が、一

番適切だと思われる業者を選んだというふうに推

測しています。 

 ただ、この事業はあくまでもタクシー事業者が

事業主体であります。 

 御指摘のように、新居浜市内で国のお金が十分

回るように今後は市全体で業界の状況を見て工夫

をしながら市民の皆さんによる消費喚起を通じて

経済や効果を後押ししてまいりたいと思っていま

す。 

○委員（神野恭多） タクシー会社が主体で行わ
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れるというのは分かりますが、それをうまく誘導

していくのは行政の仕事の一つでもあると感じま

す。 

 １つちょっとびっくりしたのが、配送を１回し

か行っていないタクシー会社のシステム料に36万

円かかっているようなずさんな状態になっていた

りもします。いろんな策は取られていろんなこと

を考えられたとは思いますし、二十数店舗にしか

広がらなかったともおっしゃいます。事務費や応

援事業広告費のほうで60万円をかけているのです

が、その60万円の内訳を教えてください。 

○神野地域交通課長 この60万円は市として登録

店舗を増やすために後押ししたもので、フリーペ

ーパー、例えばまいたうんやホージャ！への広告

の掲載料で58万円の支出をしています。 

【サテライトオフィス等誘致支援事業費】 

○委員（越智克範） 予算額のほぼ全額が繰越し

ということになっていますが、その理由はいかが

ですか。 

 ２点目に、当初から具体的にどのような成果を

期待していましたか。１年実施してみてその実現

可能性はどう考えているのでしょうか。また、そ

の対策はいかがですか。 

○松原産業振興課長 まず、１点目の予算額の繰

越し理由です。本事業については、昨年９月補正

により予算措置いただいたものです。年度後半か

ら開始した事業ですが、事業内容としては、サテ

ライトオフィスの整備等に係る経費に対する補助

事業となっています。予算措置いただいた以降、

事業の告知を行い、令和２年11月に１件、令和３

年２月に１件の計２件を交付決定しました。これ

ら２件のサテライトオフィスの整備工事が令和２

年度内に完了しない見込みであったため、繰越し

たものです。 

 次に、どのような成果を期待しているか、また

１年実施してみての実現可能性、対策についてで

す。本事業は、新型コロナウイルスの感染拡大に

よる新しい生活様式への転換が進む中、本市への

新たなビジネス、それから企業進出、移住などの

呼び込みを期待して取り組んでいるものです。 

 補助採択した２件のサテライトオフィス施設に

ついては、本年の８月と９月に操業を開始したと

ころであり、企業進出等の成果はまだ出ていませ

んが、本年度は内閣府の事業採択を受け、これら

市内サテライトオフィスの施設を利用いただける

ようなお試しテレワーク等に取り組む予定として

おり、こうした取組を通じて本市への新たな人の

流れや企業誘致につなげていきたいと考えていま

す。 

○委員（越智克範） 当初考えていた計画はどの

ようになっていたのですか。 

○松原産業振興課長 当初の予算計画において

は、２つのメニューを創設しており、一つは先ほ

どのサテライトオフィスの整備に係る補助メニュ

ーで、もう一つは、実際に整備されたサテライト

オフィスに入居いただく事業者を支援するメニュ

ーと、２つのメニューを想定して予算措置してい

ました。 

 先ほどお聞きいただきましたように、令和２年

度においては、整備に係る補助メニューについて

の２件の交付決定をしており、入居に係る支援メ

ニューの利用実績はなかった状況です。 

 こうした中で、２件の整備に係る補助金の交付

分について繰越したという状況です。 

【観光宣伝推進費】 

○委員（越智克範） 観光宣伝推進費の中で、特

にウィズコロナ期における観光事業についてお聞

きします。 

 これは７月補正予算の観光事業喚起として実施

されていますが、この中で推進できた項目とその

内訳はどのようですか。 

 ２点目は、当初考えていた事業計画数とその実

績というのはどのようになっていますか。差があ

るとすれば、その理由はいかがですか。また、そ

の差を埋めるための対策というのは今後考えられ

るのですか。 

 ３点目として、ＪＲ四国の観光列車商品の補助

も行うとしていましたが、実績はどのようになり

ましたか。 

○藤田観光物産課長 ウィズコロナ期における観

光事業についてですが、本事業にて実施した項目

は、ＪＲとの観光列車商品販売が466万8,800円、

宿泊事業者支援が1,417万3,750円、観光プロモー

ションが889万4,138円、受入れ体制整備が

1,099万5,600円となっています。 

 コロナ禍において予算化した事業となり、ほと

んどの項目については事業の実施を行っています

が、観光プロモーションにおいて市外での観光Ｐ

Ｒを行う予定でしたが、新型コロナウイルス感染

症の影響により実施ができなかったため、出展料
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等の一部予算を今年度へ繰越しをしています。 

 当初の事業計画数は９事業ありましたが、その

うち７事業は既に完了しています。２事業は一部

の実施ができておらず、今年度に繰越しをしてい

ます。 

 繰越しとなった事業については、先ほど申しま

したように、新型コロナウイルス感染症の拡大に

より市外との往来自粛が影響しています。 

 今後としては、感染状況や対策方法の変化に対

応しながら時期を見て実施を行っていきます。 

 次に、ＪＲ観光列車の補助の実績についてです

が、ＪＲ四国が企画販売している旅行商品あじな

散歩道を割引販売する事業で、実績としては、決

算額は予算額の約95％を執行しています。大人

561人、子供17人の合計578人分の販売を行うこと

ができています。 

 残りの５％については、販売済みでしたが、１

月分で年明けの新型コロナウイルス感染症の拡大

によりキャンセルとなった分が未執行になりまし

た。 

○副委員長（高塚広義） １点目、事業費が前年

度と比較して3,800万円と大幅に増加しています

が、その理由についてお伺いします。 

 ２点目、着地型旅行商品企画造成事業の取組内

容、成果についてお伺いします。 

 ３点目、銅婚の里ＰＲ推進事業費294万6,000円

ですが、実績及び市内外へのＰＲ効果をどのよう

に評価されていますか。 

 ４点目、ウィズコロナ期における観光事業費

3,873万2,000円となっていますが、取組内容及び

費用対効果についてお伺いします。 

 ５点目、コロナ禍でありましたが、全体を通し

て観光宣伝推進をどのように評価されています

か、お伺いします。 

○藤田観光物産課長 事業費が増えた理由です

が、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金事業により、７月及び９月補正にて予算化

し実施した各種コロナ関連事業が増加の要因とな

っています。 

 具体的には、ウィズコロナ期における観光事業

3,873万2,000円が該当します。 

 次に、着地型旅行商品企画造成事業の内容、成

果ですが、本事業では新しい観光素材の発掘と既

存素材の整理及び旅行会社への営業、大学との連

携に取り組みました。 

 昨年度はコロナ禍ではありましたが、香川県な

ど近隣旅行会社への営業により新たに別子銅山産

業遺構ウオークや石鎚山とのセットの絶景ツアー

などの販売につながりました。 

 また、大学生との連携については、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、県外大学生のモニ

ターツアーは中止となりましたが、県内大学と連

携し、大学生とともに新居大島をテーマとしたワ

ークショップの開催や、韓国向けのＳＮＳでの情

報発信などを行うことで若い世代の意見を取り込

むことができました。 

 次に、銅婚の里ＰＲ推進事業の実績、効果です

が、令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大

の影響を勘案してツアーの参加人数を減らして実

施しました。同時にオンラインツアーとして配信

も行いました。 

 また、銅婚式の知名度を上げるため、銅婚ポー

ズを募集する企画や地域ポイントであるあかがね

ポイントの連携も実施しました。 

 ＰＲ効果についてですが、ツアー募集時にも定

員を超え、またイベント有無に関係なく銅婚式の

問合せがあることもあり、少しずつ効果が出てき

ているのではないかと感じています。 

 しかしながら、令和元年度に市民を中心として

実施したアンケート調査においては、銅婚式その

ものの知名度は１割程度であり、銅婚の里新居浜

となるためには、市民への定着と市外へのＰＲを

今後も続けていく必要があると感じています。 

 次に、ウィズコロナ期における観光事業の内

容、費用対効果ですが、本事業にて実施した項目

は、ＪＲとの観光旅行商品販売が466万8,800円、

宿泊事業者支援が1,417万3,750円、観光プロモー

ションが889万4,138円、受入れ体制整備が

1,099万5,600円となっています。 

 費用対効果については、本事業は全部コロナ禍

の地方創生臨時交付金を活用した事業となり、観

光客数が落ち込む中、ＧｏＴｏキャンペーンに合

わせた誘客を行うことができ、観光業界やお金の

流れをつくる支援ができたと考えています。 

 次に、全体を通してですが、例年実施していま

す観光宣伝等の実施ができない中ではありました

が、国の交付金も活用しながら、コロナ禍に応じ

た事業を新たに実施しました。 

 通常期よりも宿泊事業者やＪＲ四国といった旅

行関連事業者と情報交換や密な連携を行う機会と
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なり、コロナ禍において旅行業界の支援と観光宣

伝の両面を担う事業の推進ができた反面、統計で

も2020年の観光客数は半減してしまっており、コ

ロナ以前の観光客数に戻るには複数年かかると思

われるため、引き続き観光業者とのやり取りを行

いながら観光宣伝を進めていく必要があると考え

ています。 

○副委員長（高塚広義） ２番目の着地型旅行商

品企画で、大学生向けツアーは中止になりました

けど、私もＺｏｏｍでちらっと見せていただいた

大学生のワークショップ、非常にすばらしかった

と思いますが、この辺の感想があればお伺いしま

す。 

○藤田観光物産課長 大島で２回と、あかがねミ

ュージアムで最後に取りまとめということで合計

３回開催をしました。 

 大島の特徴を若い人に意見としていろいろ言っ

ていただいて、古民家活用など、非日常といった

ものが味わえるいい場所だというような提案で、

若い人なりのいろんな提案があってひとつ参考に

できるのかなというふうに考えています。 

【物産振興対策費】 

○副委員長（高塚広義） １点目、事業費が前年

度と比較し160万円程度増額していますが、その

理由についてお伺いします。 

 ２点目、別子銅山縁のお土産開発プロジェクト

事業をどのように検証していますか。また、どの

ような成果がありましたか、お伺いします。 

 ３点目、ＥＣサイトを活用した物産品販売支援

98万5,000円とありますが、費用対効果について

お伺いします。 

 最後、４点目、白芋スイーツ名産品化推進事業

として、えひめおいしいもの協会へ補助金を出し

ていますが、どのような事業内容なのか、お伺い

します。 

○藤田観光物産課長 事業費の増額理由ですが、

新型コロナウイルス感染症の影響を受け減額とな

っている事業もありますが、増額の理由として

は、令和元年度は太鼓まつり首都圏ＰＲ推進事業

で実施していたご当地グルメ選手権事業と観光宣

伝推進事業で実施していたわがまち魅力発信隊事

業について、事業形態の変更により物産振興対策

費へ変更となったことと、新規事業として別子銅

山ゆかりのお土産品開発プロジェクト、そしてＥ

Ｃサイトを活用した特産品販売支援事業が追加と

なったことによります。 

 次に、別子銅山縁のお土産物開発プロジェクト

事業の成果ですが、本事業は市場調査から商品企

画、試作品製作、製造販売までを複数年段階を追

って実施することで、新居浜機械産業協同組合が

メード・イン新居浜のお土産品を開発する事業で

すが、初年度の令和２年度に新型コロナウイルス

感染症の影響により、先進地研修等の視察が実施

することができませんでしたので、銅製品を中心

とした土産物の製造ノウハウの取得ができません

でした。 

 そのため、令和２年度の実施は、市場調査と市

内事業者の有する技術での試作品開発となってい

ます。 

 次に、ＥＣサイトを活用した物産品販売支援の

費用対効果ですが、コロナ禍において市内外での

物産展の開発が難しくなったため、新たな販売手

法として、新居浜市物産協会において会員の商品

を楽天のＥＣサイトで販売する事業の支援を行い

ました。 

 ＥＣサイトブームにより、楽天側の手続に時間

がかかり、販売期間が約３か月であったことか

ら、売上げは43万8,268円でした。 

 サイト制作及び楽天への初期登録費用が約73万

円かかっており、月ごとの経費は売上げにもより

ますが、７万円ほどとなっています。 

 物産協会においては、本事業を足がかりとして

自主事業で運営継続について協議を行っていただ

きましたが、会員の売上げには貢献できるもの

の、協会の自主事業として実施するには費用対効

果が薄いと判断し、楽天ＥＣサイトへの出店は終

了しています。 

 次に、白芋スイーツ名産品化推進事業ですが、

本事業は公募補助金として採択された事業です。

白芋を題材としてイベントや商品開発、ＰＲ等を

行う予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の

影響により各種事業の実施が難しいことから、実

施には至りませんでした。なお、補助金交付につ

いては取下げをしています。 

○副委員長（高塚広義） 別子銅山縁のお土産開

発プロジェクト事業ということで、今、先進地等

に行けなかったということを聞きましたが、どの

辺の先進地に行こうとされたのか、決まっていた

らお伺いします。 

○藤田観光物産課長 先進地は新潟の燕三条とい
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う同じようなものづくりのまちで、こういった銅

製品や、ものづくりの先進地であり、できたらそ

こへ行きたいということで準備はしていました

が、去年は行けずに、今年も今のところまだ行け

ていない状況で、今現在調整しているところで

す。 

○委員（米谷和之） 今の別子銅山縁のお土産開

発プロジェクトについてお尋ねします。 

 決算委員会ですので、今から先のことはお伺い

できませんけれど、先ほど何年かの複数年の予定

で開発されるというふうにお伺いしましたけれ

ど、大体何年後をめどに開発をされるのでしょう

か。 

 それと、これは最終的には新居浜の業者が新居

浜で生産してお土産物を売るということが目的な

わけですか、その辺を確認させてください。 

○藤田観光物産課長 複数年かけないとなかなか

売り物になるところまでは行けないかということ

で、複数年を今予定しています。 

 ただ、今年２年目になっており、受諾していた

だきました機械産業協同組合も、これが商売にな

るのかどうかというのも一応見極めている部分等

もあり、その辺は今後これを続けていけるのかど

うか、最終製品まで持っていけるのかどうかとい

うのも少し協議をしていきたいと考えています。 

 今年試作品が最終出来上がるのかどうか、来年

それを売りに行くことができるのかどうかという

のも、判断をしていきたいと考えています。 

○委員（米谷和之）来年あたり試作品ができるか

どうか検討しているということですか。 

○藤田観光物産課長 実は昨年も全部で６品ほど

試作品はつくりました。本来であれば先ほど言っ

たような先進地の燕三条に行って、どういうもの

が売れるのかなどについても研修をした上でつく

りたいということだったのですが、去年はそれが

かなわなかったので、地元でできる範囲のことで

６つほど試作品をつくった状況です。ただ、今こ

れを売りに出せられるような状況ではないと考え

ており、今年度また研修を行って、さらに売りに

出せるようなものができるのかどうかというとこ

ろに持っていきたいと考えています。 

【新居浜太鼓祭り魅力持続化事業費】 

○委員（藤原雅彦） 昨年の自粛下においてこの

事業に影響があったと思われますが、どのような

ものがあったのでしょうか。 

 また、自粛下において全国に太鼓祭りの魅力発

信の取組についてどうでしょうか、お伺いしま

す。 

○藤田観光物産課長 本事業については、令和２

年度の太鼓祭りの開催が完全自粛となったことを

受け、コロナ禍においても太鼓祭りの魅力を市内

外に発信し、コロナ後の本市への誘客につなげる

事業として実施しました。 

 そのような中、東京ドームと全国のお祭りをつ

なぐふるさと祭り東京オンライン、ドライブイン

シアターや特別番組の制作、持続化事業補助金な

ど次年度以降の太鼓祭り開催に向けた取組を実施

しました。 

 実際の太鼓祭りの迫力には及ばない部分もあり

ますが、コロナ禍での情報発信としては一定の効

果はあったものと考えています。 

 次に、全国に魅力発信する取組として、先ほど

申しましたふるさと祭り東京オンラインのイベン

ト開催に参加し、新居浜太鼓祭りのコンテンツを

ウェブ上に開設し、新居浜ふるさと観光大使の水

樹奈々さんにも出演していただくなど、太鼓祭り

の魅力を伝えるとともに、新居浜の食や観光地の

魅力を全国に発信しました。 

○委員（神野恭多） 持続化事業とありました

が、大人太鼓はもちろんいろいろあるとは思いま

すが、今の認識では、本当に苦しいのは子供太鼓

の運営状況だと考えています。そちらへの何かし

らの補助などのようなお考えは当時なかったので

しょうか。 

○藤田観光物産課長 子供太鼓については、観光

協会が実施しています春は子ども天国、ゴールデ

ンウイークのときに各地で子供太鼓のかきくらべ

を実施しています。その観光協会が実施している

ところに新居浜市として補助金を出している。去

年はこのゴールデンウイークの春は子ども天国に

ついても、コロナ禍でできなかった状況です。 

 今回この太鼓祭り魅力持続化事業補助金につい

ては、大人太鼓台が来年、要は今年太鼓祭りが何

とか開催できるような手法をみんなで考えるため

のものとして支出したことになります。 

 子供太鼓については、この中では特に検討はし

ていません。 

【観光案内所リニューアル事業】 

○委員（河内優子） 前年度に比べどのような効

果がありましたか、お伺いします。 
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 コロナ影響にて観光客減少等もありますが、そ

れに対して何か対策がありましたか、お伺いしま

す。 

○藤田観光物産課長 本事業は、観光客等の利便

性を考え、観光情報発信機能を駅周辺に設置する

ことについて適地を探している中で、駅構内のベ

ーカリーショップが閉店をしたことを受け、その

跡地を活用して観光物産情報発信拠点の整備を行

ったものです。 

 効果については、公共交通の結節点であり、観

光客やビジネス関連客にとって利便性が高い駅構

内での効果的な観光物産のＰＲが可能となり、さ

らなる観光物産の振興につながるものと考えてい

ます。 

 また、この拠点の整備に合わせ観光協会と物産

協会の組織の一元化を進めたことで、その事務所

機能も集約することができました。これまで点在

していた観光物産振興に不可欠な機能を本拠点に

集約できたことから、さらに強力に観光物産の振

興に寄与できるものと考えています。 

 次に、観光客減少対策ですが、本事業は観光案

内、特産品販売等が可能な情報発信拠点を整備す

るための事業となっており、観光客の減少に対す

る直接的な対策事業ではありませんが、当拠点を

中心に観光需要が回復した際には、観光客だけで

はなく、駅を利用するビジネス客のニーズにも対

応したサービスを提供し、利用者の利便性の向上

及び消費増加などにつなげていきたいと考えてい

ます。 

【マイントピア別子端出場整備事業】 

○委員（伊藤謙司） 過去３年間の年間の維持経

費をお願いします。 

○藤田観光物産課長 本事業は平成３年の竣工か

ら約30年が経過するマイントピア別子端出場ゾー

ンの施設修繕や基幹設備の改修・更新工事等を行

う目的のものであり、平成30年は施設修繕料

355万1,000円、工事費1,303万7,000円の合計

1,658万8,000円、平成31年、令和元年は施設修繕

料292万8,000円、工事費2,218万6,000円の合計

2,511万4,000円、令和２年は施設修繕料377万

5,000円、工事費4,165万4,000円の計4,542万

9,000円となっています。 

○委員（伊藤謙司） 何年間もかなりの経費をか

けていますが、もうこれで終わりですか。 

○藤田観光物産課長 この整備事業でやっている

部分については、維持経費というよりは、竣工か

ら30年たった施設の維持をしていくための更新の

費用や、急遽壊れたところを直していくような費

用になります。先日、現地視察に来ていただいた

と思いますが、やっぱり30年たったらいろいろな

ものが耐用年数も超えてきている状況もあり、ぽ

つぽつと不具合等も出てきています。来年度以

降、この整備事業についても段階的に、計画的に

更新を図っていきたいと考えていますので、これ

からも続くような予定になると思います。 

【渡海船事業特別会計】 

○委員（黒田真徳） 10年前、５年前、令和２年

度の１日の平均利用者数を教えてください。 

 時間帯の利用者数による便数の増減の検討はさ

れていますか。 

 ３番目に、おおしま７では１便に何人の職員の

方が乗船され、１便にかかる燃料費等の費用はど

のくらいですか。 

 ４番目に、１億円を超える一般会計からの繰入

金がありますが、渡海船事業と橋を架ける事業等

と利便性や費用の面で比較検討はされましたか、

教えてください。 

○神野地域交通課長 まず、１つ目の10年前、５

年前、令和２年度の１日の平均利用者についてで

す。10年前の平成22年においては、１日の平均利

用者は333人、５年前の平成27年については同じ

く324人、それから昨年度令和２年度においては

245人となっています。 

 最近は、毎年前年度に比べ約10％減の傾向にあ

ります。 

 ただ、令和２年度においては、コロナ禍で市外

への自粛というようなことから増えています。 

 次に、２番目の時間帯の利用者による増便の検

討についてです。利用者の皆様方においては、朝

夕の時間帯によって利用が少ないというような便

があります。しかしながら、大島島外への勤務や

通院、それからあらかじめ決められた時間帯でし

か利用できないといった利用者もいます。そうい

ったことから、住民の利用状況を見ながら便数や

そして船舶の配船についても検討していきたいと

考えています。 

 次に、３番目のおおしま７に乗船する職員、燃

料費についてですが、乗組員については船長、機

関長、甲板員３人です。１便にかかる費用につい

ては、燃料費等を含め約２万4,400円を要してい
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ます。 

 次に、４番目の一般会計からの繰入金と、大島

への橋を架ける事業との関係ですが、繰入金につ

いては、5,860万7,717円と、前年度に比べ123％

増加しています。これは主に平成21年以来11年ぶ

りに実施をした大島港内の航路のしゅんせつによ

るもので、要した費用は5,665万7,000円です。 

 こうした中、今後は料金収入の大幅な増加は見

込めない状況で、最近では料金収入、前年度に比

べまして５％から10％の減少傾向にあります。 

 そういったことから、将来にわたって安定した

渡海船事業を提供していくためには、今後は便数

や船舶、料金の視点からの検討が必要であると認

識しています。 

 ただ、これらについては、大島にお住まいの方

の生活に大きく影響するものでありますから、慎

重かつ丁寧に対応していきたいと考えています。 

 一方、提案のあった架橋については、移動時間

の短縮や緊急の車両が迅速に対応できるといった

利便性の向上が上げられますが、黒島－大島間は

最短でも約750メートルあり、非常に多額の建設

費が見込まれています。 

 また、渡海船の船員の処遇もこれから課題にな

っていきます。 

 このようなことから、現時点においては、現行

の運航体制を基本として、島民の皆さん、それか

ら島外の皆さんの生活福祉航路としての役割を担

っていきたいと考えています。 

  午後 ２時１２分休憩 

―――――――――― ◇ ―――――――――― 

  午後 ２時２３分再開 

 

認定第２号 第５グループ質疑 

【空き家対策事業費】 

○委員（近藤司） １点目が、空き家対策事業費

として890万円計上していますが、そのうち老朽

危険家屋11件分を除去する費用に対する補助金の

金額については幾らになっていますか。 

 ２点目、老朽危険家屋除去事業の補助要件と採

択に至るまでの手続について伺いたいと思いま

す。 

 ３点目、令和２年度は11件補助をしています

が、これまでの年度別金額と件数の推移について

お伺いします。 

 ４点目、補助対象となる老朽危険空き家であっ

ても、自己資金不足等で除去しない場合も多いと

思いますが、このような場合の今後の対応策につ

いては検討しているのでしょうか。 

○横山建築指導課長 まず、令和２年度の空き家

対策事業費890万円のうち、老朽危険空き家を解

体した件数は11件です。解体補助金の合計は

785万3,000円となっています。 

 次に、採択に至るまでの手続について、まず市

民から空き家に関する相談を受け付けます。その

物件に対し補助要件について合致しているかを建

築指導課にて確認します。その後、技術職員が現

地調査を行い、倒壊等の危険度を判定し、対象と

なれば申請をお願いしています。例年５月の連休

明けから１か月間募集しており、募集件数を超え

る場合は緊急性の高いものを採用としています。 

 令和２年度は11件補助されており、過去の件数

で言いますと、去年は９件、706万4,000円となっ

ています。今年が11件、785万3,000円です。 

 次に、自己資金不足で除却できない空き家につ

いては、老朽による危険性を説明し、安全対策を

講じるよう助言、指導しています。 

 なお、空き家は適正な管理を所有者自身がする

ものですことから、受益者負担の原則により自己

負担金が発生するものと考えています。 

 当課において広く広報活動を図り、個別案件に

ついては、空き家の除去や改善の理解が得られる

よう助言、指導して努めていきます。 

【民間ブロック塀改修補助事業費】 

○委員（越智克範）  １点目は、当初予算

1,000万円に対する実績というのが低くなってい

ますが、要因はいかがですか。当初計画では、通

学路30件、ほか10件となっていましたが、実績は

どうでしょう。 

 ２点目は、予算段階では対応未実施のブロック

塀が多数存在すると考えていたにもかかわらず、

実行できた範囲が限定されているとすれば、積極

的な事業の推進が十分ではなかったのではないか

と考えます。したがって、今後の対策はどのよう

に考えているのか、教えてください。 

○横山建築指導課長 まず、民間ブロック塀改修

補助事業について、当初予算1,000万円で、実績

が219万7,000円となっています。実績が低くなっ

た要因については、補助要件の一つとなっていま

す建築後退線の遵守の項目が要因の一つであると

考えています。 
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 実際、申込件数の中で道路後退義務の必要があ

る場合、相談者が道路後退をしてまで撤去するこ

とに納得されず、申込みを辞退することが多くあ

ります。 

 また、令和２年度の実績件数については、通学

路９件、その他の道路３件の合計12件の実績にな

っています。 

 次に、事業の推進について、市ホームページや

市政だより、出前講座を用いて周知しています。 

 また、市民の関心もあり、問合せも多数ありま

すが、補助要件のうち建築基準法等の道路に面す

るブロック塀であることや、個人負担が発生する

こと、道路後退遵守の義務が必要であることの３

点により申請件数の伸び悩みにつながっていると

推察しています。 

 今後の対策として、個人施設の補助について

は、個人負担などの一定の条件が必要であります

ことから、新居浜市通学路交通安全プログラムを

利用し、学校教育課と通学路の調査について連携

を深め、ブロック塀所有者の方々に危険であるこ

とを周知し、改善していただくように努めていき

ます。 

○委員（近藤司） まず、事業費の補助要件につ

いて伺います。 

 ２点目は、令和２年度219万7,000円の事業を行

っていますが、件数と次年度への積み残しはあっ

たのかどうか伺います。積み残しがあるというこ

とであれば、その理由についてお伺いします。 

 ３点目、補助要件を満たしていても改修をしな

いというような場合の対応策についてはどうされ

ていますか。 

 ４点目、本市では通学路の安全確保のため、危

険箇所に学校側と行政の合同点検を行っています

が、建築指導課のほうに同行の要請はあったので

しょうか。 

○横山建築指導課長 補助要件については、建築

基準法等の道路に面したブロック塀に対して解体

費等の補助をしています。 

 民民の境界のブロック塀については、対象外と

しています。 

 また、道路後退義務の必要があること、部分撤

去やブロック塀の再築はできないこと、解体に対

し一部個人負担が発生することなどの要件があり

ます。 

 次に、令和２年度において民間ブロック塀改修

補助事業の実績は、通学路９件、その他の道路３

件の合計12件の実績となっており、次年度への積

み残しはありません。 

 次に、ブロック塀の改修補助は相手方の申請行

為によって成立するものであり、改修工事を強制

することができません。当課において改修による

安全性の向上を丁寧に説明してまいります。 

 次に、合同点検は学校関係者、道路管理者、警

察により構成されており、昨年については同行の

要請はありませんでした。 

 また、合同点検の中で、危険ブロック塀等の報

告があった場合は、学校教育課と連携してブロッ

ク塀所有者の方々に危険であることを周知し、改

善していただくよう努めていきます。 

○委員（伊藤優子） ブロック塀ですけど、昔の

造りのような瓦を屋根にしている土塀が市内で見

られることがありますが、そのブロック塀ではな

くて、ちょっと崩れそうな土塀があるんですが、

それは補助の対象にはならないんですか、お伺い

します。 

○横山建築指導課長 古い瓦だけで積み上げたも

のはちょっと調査しないと分かりません。現地調

査をし、組石造と認められた場合には対象となり

ます。組石造というものは、積み上げた塀のこと

です。ただし、上にある瓦の分については部分撤

去になりますので、対象とはなりません。 

【建設発生土管理事業費】 

○委員（篠原茂） 市発注工事において生じた建

設発生土の管理業務委託料ですが、委託業者はど

こですか。また、委託場所は何立米置くことがで

きるのでしょうか。処理代も入っているのでしょ

うか。 

 もう一件、今後毎年1,290万円の経費がかかる

のでしょうか。もっと大きく変わるでしょうか。

対策を考えていますか。 

○町田都市計画課長 建設発生土管理事業は、新

居浜市が発注した工事において発生した建設発生

土を、大江地区の海面埋立地へ運搬し、埋立用材

として利用する業務です。 

 各工事で発生した建設残土を一度菊本の下水処

理場用地内に一時仮置きして、一定程度集まった

段階で大江地区の埋立地へ運搬しています。 

 委託業者については、新居浜建設業協同組合に

委託しています。 

 委託場所は、一時仮置き地である菊本の下水処
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理場用地内及び大江地区の埋立地内ということに

なります。 

 どれくらい置くことができるかについては、菊

本の下水処理場内は一時仮置きで約5,000立方メ

ートル程度、大江地区の埋立地では全体で約２万

2,000立方メートル程度を受入れしています。 

 処理代については、不要であるため入っており

ませんが、菊本の下水処理場での管理費、そこか

ら大江地区までの運搬整地費及び土質試験の費用

となっています。 

 次に、毎年の経費及び今後の対策についてです

が、この建設発生土管理事業については、大江地

区の埋立地が完了する令和３年度で終了します。 

 質問の1,290万円ですが、令和２年度分の決算

額であり、この事業全体としては、令和３年度へ

の繰越額と合わせ全体で5,000万円を予定してい

ます。 

 本事業終了後は、各工事においてそれぞれの建

設発生土を処分する必要があります。建設発生土

の処分先の確保については、中長期的かつ安定的

な処分先として、例えば港湾事業や内陸型工業用

地の埋立てなどが考えられますが、現時点では具

体的な計画は未定です。 

 今後関係する部局や企業と調整を図りながら、

整備手法を含め長期的な課題として取り組んでい

きたいと考えています。 

【道路維持管理費】 

○委員（近藤司）  １点目、事業費として

8,122万2,000円計上していますが、過去の事業

費、要望件数、次年度への積み残し金額、件数の

推移についてお伺いします。 

 ２点目、事業概要には、道路側溝のコンクリー

ト蓋やグレーチング工事、清掃業務も含まれてい

ますが、実施状況と問題点があればお伺いしま

す。 

 また、ここ最近の要望件数についてもお伺いし

ます。 

○高橋道路課長 まず、道路維持管理費の事業費

として、令和元年度については8,237万2,000円、

令和２年度で8,122万2,000円となり、ほぼ同額程

度で推移しています。 

 次に、最近の側溝や舗装補修に関する要望件数

は、過去５年で422件あり、このうち現在積み残

しとなっているのは、条件整備が整わず実施が困

難な事案等も含め157件あり、今後必要となる概

算事業費は約３億2,000万円となっています。 

 積み残し額、要望の推移としては、要望内容や

必要額が多種多様であるため、単純な比較はでき

ませんが、要望件数の直近５か年平均が84.4件に

対し、令和元年度の要望件数が92件、令和２年度

で118件、今年度も上半期だけで69件と、年々増

加傾向にあり、これに伴い積み残し件数、金額も

増加する傾向にあります。 

 次に、道路側溝に関する要望についてですが、

側溝の清掃はおおむね年度内で完了しています。

側溝本体または蓋の補修工事については、緊急を

要するものは直ちに補修していますが、全体に要

望件数が増加しているため、緊急性の低いものは

要望を受け付けてから複数年経過して完了してい

る状況です。 

 問題点としては、側溝の老朽化が進んでおり、

通行する車両も大型化しているため、自動車の通

行等により破損した側溝蓋の補修要望や、改良区

水路等への蓋がけで道を広く使いたいという要望

が増えていますが、水路の構造上、本体からの改

修が必要な場合もあり、事業費が全体に増加する

傾向にあります。 

 また、道路側溝に関する要望件数については、

最近５か年で132件、年間26件程度です。 

【交通安全施設整備事業】 

○委員（近藤司） １点目、令和２年度1,999万

9,000円の事業費を計上していますが、過去の事

業費の推移についてお伺いします。 

 ２点目、事業別に見ると、カーブミラー等の事

業費が99万9,000円と非常に少なくなっています

が、カーブミラーの過去数年間の事業費、要望件

数、次年度への積み残し件数についてもお伺いし

ます。 

 ３点目、市道だけでなく農道へのカーブミラー

の設置についても道路課で取りまとめて行ってい

ると聞いていますが、その内訳についてはどのよ

うになっていますか。 

○高橋道路課長 交通安全施設整備事業では、カ

ーブミラーや防護柵、路側の白線、グリーンベル

トなど、交通安全に関係する施設の設置工事を実

施しています。最近では、令和元年度が1,999万

9,000円、令和２年度も1,999万円と同額となって

います。 

 また、カーブミラーの新設に関する事業費とし

ては、令和元年度が630万7,000円、令和２年度は
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351万7,000円となっています。 

 次に、年度ごとの要望と次年度への積み残しの

状況ですが、平成30年から令和元年への積み残し

としては、26件に対して12件、令和元年度は28件

に対して12件、令和２年度が20件に対して18件と

なっています。 

 なお、99万9,000円のカーブミラー等の事業費

については、ミラー等が損傷した場合に備えて保

管しておくための原材料費であり、この原材料を

利用して道路維持管理費の施設修繕料を使用して

緊急の場合の修繕を行っています。 

 次に、農道へのカーブミラーの設置に関してで

すが、一般交通に関する安全確保が目的というこ

とで、これまで農道など市道以外の生活道路にも

設置しています。一定の基準を設け道路課で設置

しており、道路種別の内訳で言うと、令和２年度

のカーブミラー設置件数15件について、市道が

13件、農道が１件、堤防道路が１件です。年度ご

とのばらつきはありますが、毎年２件程度は農道

への設置をしています。 

【クルーズ船利用促進事業費】 

○委員（田窪秀道） １番目、新居浜港発着クル

ーズ船にっぽん丸の利用促進に要した経費として

720万3,000円を国庫支出金で対応していますが、

本事業の経費内訳と事業成果を教えてください。 

 ２番目、新居浜市の物産品をお土産として渡し

たとお聞きしましたが、国庫支出金であれ国民の

税金です。本事業で利益を得たのは限られた市民

数百名です。コロナ対策を施し、乗客から陽性者

は出なかったと聞きましたが、時期的にはかなり

危ない事業だとも感じました。 

 クルーズ船の寄港は、本市にとっての観光振興

には欠かせない喜ばしい事業であると私も認識し

ていますが、新居浜市も予定していた事業の中止

や延期がなされていた時期に理事者は中止せず、

本事業実施に踏み切った理由を説明願います。 

 ３番目、不測の事態時にこのようなクルーズ船

利用促進事業に関して実施するか中止するかの具

体的な判断基準を本市は事前に定めていたのか、

お聞きします。 

○山下港湾管理課長  １点目、経費内訳につい

ては、クルーズ船利用客に対する補助及び広告料

として約213万円、新居浜市特産品配付に要する

費用として約120万円、歓迎イベントに関する費

用として約191万円、にっぽん丸着岸補助に関わ

る費用として196万円です。 

 次に、事業効果については、本市で初めてクル

ーズ船の発着を実現できたこと、本市特産品のＰ

Ｒ等による観光物産の振興が図られたと考えてい

ます。 

 また、公共交通機関の利用が減少しているチャ

ータークルーズを主催したＪＲ四国への支援にも

つながったと考えています。 

 ２点目、事業実施に踏み切った理由ですが、ま

ず昨年６月中旬以降感染者の発生事例が少ない感

染縮小期が継続していたこと、さらに昨年９月、

日本外航客船協会、日本港湾協会から船内及び旅

客ターミナル等における感染防止対策ガイドライ

ンが示され、これらを遵守することによりクルー

ズの安全、安心を確保できると判断し事業を実施

しました。 

 ３点目、具体的な判断基準を定めていたのかと

いうことについては、当時具体的な判断基準は定

めていませんでしたが、新型コロナウイルスの感

染状況やＪＲ四国、船舶会社の商船三井客船がそ

れぞれ策定している感染症対策のガイドラインに

基づく感染防止対策の内容等を踏まえ事業実施を

判断しました。 

 今後においても、事業実施時期の感染状況や船

舶会社の感染防止対策の内容を判断材料に、事業

の実施について決定したいと考えています。 

○委員（田窪秀道）  

 今回新居浜港のにっぽん丸に乗った乗船者数と

乗船者１人当たりお土産品、旅費の補填含めて幾

ら乗客に還元しましたか。 

○山下港湾管理課長 まず、乗船者数ですが、

186人です。 

 それから、乗船者１人当たりの還元額について

は、１人１万円の補助をしています。 

  午後 ２時５２分休憩 

―――――――――― ◇ ―――――――――― 

  午後 ２時５３分再開 

 

認定第２号 第６グループ質疑 

【救急隊員等感染症対策事業費】 

○委員（伊藤嘉秀） 救急隊をコロナ感染症から

防護するものとして国庫支出金で一まとめにされ

ていますが、１年間これ以外には経費としてかか

らなかったのでしょうか。防護服は消耗品に含ま

れているでしょうか。 
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○伊藤警防課長 救急隊のコロナ感染症を防護す

るものとして、令和２年度に国庫支出金で一まと

めに整備した資器材は、陽性患者及び感染疑いの

傷病者を搬送するための感染防止資器材や防護服

となっています。 

 内容としては、つなぎタイプの防護服、フェー

スシールド、ゴーグル、Ｎ95マスクなどの個人を

防護する装備品と二次感染防止のために救急車内

や使用した資器材の消毒、除染を行うオゾンガス

発生装置及びオゾン水発生装置を整備しました。 

 国庫支出金以外の経費としては、一般の救急出

動における新型コロナウイルス感染を予防するた

めの個人装備などの資器材を購入するため、当初

予算である警防管理費から支出しています。 

 なお、感染症防護服については、使い捨てのた

め、消耗品に含まれています。 

  午後 ２時５６分休憩 

―――――――――― ◇ ―――――――――― 

  午後 ３時０８分再開 

 

認定第２号 第７グループ質疑 

【別子ハイツ自然学習館管理費】 

○委員（伊藤嘉秀） 以前に別子ハイツについて

は運営取りやめの話が出たことがあると思います

が、廃止等、検討をしていますか。 

○竹林社会教育課長 別子ハイツ自然学習館につ

いては、新居浜市公共施設再編計画の方針に沿っ

て、令和３年度末をめどに廃止の方向でスケジュ

ール案を検討しているところであり、まとまり次

第説明をしたいと考えています。 

【発達支援教育運営費】 

○副委員長（高塚広義） １点目、個別の教育支

援計画の作成と活用とありますが、どのような体

制で行っていますか。特に専門性が問われると考

えます。現状はいかがでしょうか。 

 ２点目、関係機関との連携強化など包括的な発

達支援システムの推進とありますが、現状をどの

ように評価していますか、お伺いします。 

 ３点目、利用者からの要望はいかがですか。ま

た、アンケート調査等を実施していますか、お伺

いします。 

 ４点目、発達支援センターは、少し手狭のよう

に感じています。利用者数を考慮した場合に、ど

のように認識しているのか、お伺いします。 

○松木発達支援課長 質問の１番目ですが、個別

の教育支援計画の作成体制については、保護者の

希望に添いながら保護者を中心に発達支援課職員

のコーディネートの下、行っています。 

 未就学児の場合は、子供に関係する機関、例え

ば保育園や障害福祉サービスを提供する事業所か

ら情報提供を受け、保護者と相談しながら作成し

ています。 

 また、児童生徒の場合には、保護者、学校の担

任、特別支援教育コーディネーター、関係する機

関の職員が相談しながら作成しています。 

 関係機関としては、先ほどの例のほか、医療機

関、児童相談所、保健センターなどがあります。 

 活用については、就学前に作成される個別の教

育支援計画を引き継ぎ、適切な支援の目的や教育

的支援の内容を設定したり、進学先に在学中の支

援目的や教育的支援内容を引き継ぐなど、就学前

から就学時そして進学先まで切れ目のない支援に

生かしています。 

 専門性については、発達支援課には教職員、保

健師、臨床心理士、保育士、教育カウンセラーな

ど各分野の専門職を配置しており、個別の教育支

援計画の作成を含む発達支援に関する業務につい

て、それぞれの知識や技能を活用しながら研修を

通してスキルアップに努めているところです。 

 質問の２番目ですが、本市の包括的な発達支援

システムは、支援の必要な子供に対し幼児期から

学齢期、就労期まで保健・医療・教育・福祉・労

働等の関係機関の連携による支援と個別の教育支

援計画による連携による支援を提供するシステ

ム、仕組みです。 

 発達支援システムをより実効性のあるものとす

るため、保健・医療・教育・福祉・労働関係機関

からの委員で組織する地域発達支援協議会を定期

的に開催しています。 

 今年度も第１回は生涯にわたる一貫した支援に

ついてをテーマとし、各関係機関の業務内容の共

有とこれからの在り方について協議を進めるな

ど、連携を図りながら個別の教育支援計画の作

成、活用と併せ、その取組を進めているものと評

価しています。 

 質問の３番目ですが、利用者からの要望につい

ては、アンケート調査という形式では実施してい

ませんが、直接相談業務の中で、利用者から発達

支援センターや関係機関に対する要望等を聞くこ

とがあり、要望については、その都度課内で検討
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したり、関係機関と協議、調整を行いながら対応

しています。 

 要望内容については、発達支援センターのこと

をもっと知ってもらうように周知してはどうか、

仕事の都合があるので相談時間を融通してほしい

などがありました。 

 利用者からの要望を聞きながら、よりよい施設

となるよう努めたいと考えています。 

 質問の４番目ですが、令和２年度の発達支援セ

ンターの来所による相談利用者は延べ1,247人と

なっており、土、日、休日、年末年始を除く平日

の１日の平均利用者は約５人となっています。 

 相談業務は、基本的には事前の電話連絡の上、

行っており、利用者が重ならないよう調整をして

います。 

 しかしながら、相談を急ぐ場合や就学相談前の

発達検査業務と相談業務が重なる時期は、相談室

の調整が難しくなることもあり、そのような場合

には相談室が不足していることを認識していま

す。 

 不足による調整が必要な場合には、引き続き利

用者への丁寧な説明を心がけるなど、利用しやす

い施設運営に努めます。 

【いじめ・不登校問題等対策費】 

○委員（合田晋一郎） いじめ不登校問題等対策

費について、早期対応をはじめとした不登校対策

について実践的に取り組まれていますが、具体的

にどのように取り組み、どのように成果を上げて

きたのか、事例を教えてください。 

○中西学校教育課長 本事業の不登校対策の具体

的な取組として、あすなろ教室の運営、スクール

ソーシャルワーカーによる相談支援、Ｑ－Ｕ調査

の３つの取組がございます。 

 まず、あすなろ教室の運営については、指導員

４名が通級生に対し、学校復帰や社会的自立に向

けた学習指導、体験活動指導などを行うととも

に、カウンセリング、相談支援等を行っていま

す。 

 令和２年度は59名の児童生徒が在籍し、このう

ち年度中の学校復帰者が９名、令和３年４月の進

級時の復帰者が11名となっています。また、来

所、電話、訪問により583件の相談支援を行って

います。 

 次に、スクールソーシャルワーカーによる相談

支援については、福祉の専門的立場から学校、関

係機関などと連携しながら支援を行い、問題解決

を図っています。 

 本事業では、令和２年度には延べ1,200件の相

談支援を行っています。 

 次に、Ｑ－Ｕ調査については、小学３年生から

中学３年生までの児童生徒を対象に、学級生活の

満足度や意欲、他者と関わることのスキルに関す

る心理検査を実施し、ふだんの観察からは見えに

くい不登校やいじめの可能性、意欲の低下等を把

握することにより、早期対応及び学級経営、授業

の改善につなげる取組を進めました。 

○委員（神野恭多） 委員長、いじめ不登校問題

等対策費ですが、スクールソーシャルワーカーに

ついてのみの質問で、この後のスクールソーシャ

ルワーカー活用事業費と内容が一緒ですので、一

度に質問してよろしいでしょうか。 

○委員長（藤田幸正） はい。 

○委員（神野恭多） １点目、本市で活躍される

スクールソーシャルワーカーの有資格者数を教え

てください。 

 ２点目、スクールソーシャルワーカーへの報酬

単価を教えてください。比較できるようスクール

カウンセラーの単価を教えてください。 

 ３点目、スクールソーシャルワーカーの処遇改

善の考えはありますか。 

○中西学校教育課長 本事業におけるスクールソ

ーシャルワーカーについては、有資格者３名とな

っています。 

 なお、別の予算となりますが、愛媛県の補助事

業であるスクールソーシャルワーカー活用事業費

において有資格者は２名となっており、新居浜市

の小中学校に携わっているスクールソーシャルワ

ーカーの有資格者は全員で５名となっています。 

 続いて、本市のスクールソーシャルワーカーの

報酬単価については、１時間につき2,000円とな

っています。 

 県費職員であるスクールカウンセラーの単価に

ついては、１日４時間勤務で１万9,200円となっ

ています。時間で言えば4,800円となります。 

 次に、本事業のスクールソーシャルワーカーの

処遇改善については、令和２年度に１名増員して

いるため、今後の対応件数の推移や国や県の動向

を見ながら判断していきたいと考えています。 

○委員（神野恭多）  

 県内で比較しても、このスクールソーシャルワ
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ーカーは校長先生のＯＢがなることも可能です

し、ここまで有資格者の方が出そろった万全の体

制を取っているのは新居浜市だけのように伺って

います。 

 こういったすばらしい体制を取っているのであ

れば、次にはこのスクールソーシャルワーカーの

業務に専念できるような体制づくりというのをぜ

ひ進めていただきたいと考えていますが、そのた

めには報酬単価の向上を含めた様々な対策が必要

だと考えますが、考えはどうですか。 

○中西学校教育課長 スクールソーシャルワーカ

ーについては、令和３年度から会計年度任用職員

になっており、通勤手当や有給休暇もついていま

す。今後、対応件数の推移、国や県の動向を見な

がら随時判断していきたいと考えています。 

【スクールソーシャルワーカー活用事業費】 

○委員（永易英寿） 相談対応件数とその内訳を

教えてください。 

 その数年の児童生徒の問題行動の動向をどのよ

うに捉え、対応しているのか。また、令和２年度

に新たな視点で対応したことがあれば教えてくだ

さい。 

 スクールソーシャルワーカーの実働日数及び延

べ活動時間数はどうだったのか、お伺いします。 

○中西学校教育課長 まず、本事業の令和２年度

の相談対応件数は947件で、内訳については、不

登校に係るものが379件、保護者の疾患、放任等

家庭の問題に係るものが313件、精神疾患、発達

障害に係るものが68件、貧困に係るものが28件、

児童虐待に係るものが16件、非行に係るものが

11件等となっています。 

 傾向としては、不登校、貧困、児童虐待、保護

者の疾患に係るものが増加傾向にあります。 

 次に、児童生徒の問題行動等への対応について

は、児童生徒自身やその保護者が抱える悩み、将

来への不安などの漠然とした内容に対しても、福

祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーが

介入し、傾聴、助言を行うなど、当事者に寄り添

う支援を行っています。 

 新たな視点での対応については、専門スタッフ

の活用促進ということで、スクールソーシャルワ

ーカーがその専門性を十分に発揮してより効果的

に活動し、児童生徒への支援に関わっていけるよ

う、学校に対してスクールソーシャルワーカーの

職務内容や役割、学校現場での活用方法等につい

て周知徹底を図りました。 

 次に、実働日数については、スクールソーシャ

ルワーカー１人につき90日となっており、活動時

間数は１人につき360時間、総活動時間数は

1,080時間となります。 

○委員（永易英寿） 私もスクールソーシャルワ

ーカーの資格を持っていますが、スクールソーシ

ャルワーカーの方にも得意、不得意分野があると

思いますので、例えば社会福祉士を持っているか

らすぐスクールソーシャルワーカーとして実務が

熟知できるかというと非常に難しいと思います

が、そういった研修的なところはどのような形で

スキルアップをしているのかをお伺いします。 

○中西学校教育課長 様々な問題が複雑化してい

ますので、お互いの情報共有等、研修をしていき

たいと考えています。 

【コミュニティ・スクール推進事業費】 

○委員（篠原茂） 昨年は157万8,000円の予算で

したが、今年は39万円に減額しています。コミュ

ニティ・スクールの推進ができたと判断してよろ

しいのでしょうか。 

 取組の充実には、実費弁償のコーディネーター

料も必要と思いますが、どのように計算していま

すか。 

○中西学校教育課長 支出額が減額となった主な

理由は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、参加を予定していた研修がオンラインとなっ

たり、先進地視察等の研修ができなくなったりし

たことで研修費用などが未執行となったためで

す。 

 コロナ禍の中で事業の推進が難しいものとなっ

ていますが、引き続き適切な事業実施に努めてい

きます。 

 続いて、取組の充実とコーディネーター料に関

してですが、コーディネーターの謝金について

は、活動を記録した出勤簿に基づき県の実施要領

に従い１時間当たり1,480円の謝金を支払ってい

ます。 

○委員（篠原茂） コミュニティ・スクールは、

コミュニティ・スクールの申請をして会議を持っ

たらコミュニティ・スクールになりますから十分

大丈夫なのですが、２番目の地域学校協働活動は

なかなか難しいです。ですから、そのためにはコ

ーディネーターが地域と学校をつないで行ってい

くことが大変重要になってきますが、そのときコ
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ーディネーターにも少々は実費弁償も必要です。

以前は157万円あったのが39万円になって、活動

が増えてきたのに実費弁償の額は、これで間に合

うのでしょうか。 

○中西学校教育課長 令和２年度の事業費が減額

になったのは、研修費用であり、コロナのために

視察等行けなくなったためで、コーディネーター

料については特に変化はないと感じています。 

○委員（篠原茂） 私もいろいろな学校と活動を

しており、コロナのためにやめたということはよ

く聞きますが、知恵を出してやれば幾らでもでき

ます。ですから、そのようなことも研究していた

だきたいと思います。 

【小中学校ＩＣＴ環境整備推進事業費】 

○委員（越智克範） 本件は視察でも見せていた

だき、非常に効果が上がっていると考えていま

す。 

 まず、７月の補正予算項目を含めて実施項目と

費用の内訳はどのようになっていますか。特にタ

ブレットは当初予算では３クラスに１クラスの整

備となっていましたが、最終的に生徒１人１台に

なったとすれば、その追加予算をどういうふうに

充てましたか。 

 ２点目、本事業の継続は今後どのように考えて

いますか。 

 ３点目、小中学校ＩＣＴ環境整備事業というの

が別にありますが、これとのすみ分けはどのよう

に考えていますか。 

○中西学校教育課長 まず、補正予算を含めた実

施項目と費用についてですが、使用料として児童

生徒１人１台のタブレット端末等ＩＣＴ機器のリ

ース料に２億9,503万6,000円、このうち６月補正

分が5,450万1,000円、繰越分が5,166万5,000円と

なっています。 

 次に、委託料としてＩＣＴ支援員業務に

2,882万9,000円、器具購入費として小学校指導者

用デジタル教科書等の購入に3,390万4,000円、７

月補正分として消耗品費、タブレット用ケース、

キーボード等の購入に8,812万3,000円などとなっ

ています。 

 タブレットの整備については、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大を受け、ＧＩＧＡスクール構想

が前倒しとなり、国の補正予算が組まれたため、

児童生徒１人１台のタブレット端末の整備を１年

で実施したものです。 

 続いて、本事業の継続については、整備したＩ

ＣＴ機器を引き続き活用するとともに、教員のＩ

ＣＴ活用指導力の向上などに努めていく必要があ

るため、継続していきたいと考えています。 

 次に、小中学校ＩＣＴ環境整備事業とのすみ分

けについては、小中学校ＩＣＴ環境整備事業は工

事等に関する事業を対象にしており、昨年度は校

内ＬＡＮの整備を実施しました。工事費は小中学

校ＩＣＴ環境整備事業、工事費以外は小中学校Ｉ

ＣＴ環境整備推進事業というすみ分けをしていま

す。 

○委員（越智克範） 先ほど繰越分もタブレット

の購入に充てたと聞きましたが、繰越分は本来何

か別の目的があったのではないのですか。 

○中西学校教育課長 この繰越分については、令

和元年12月に国の補正予算、ＧＩＧＡスクールの

前倒し分としてタブレット整備に係る補助があり

ましたので、急遽令和元年２月補正予算として計

上しましたが、調達が間に合わないので繰越しを

しました。 

【小学校就学援助費】 

○委員（井谷幸恵） １点目、要保護と準要保護

の人数、準要保護の基準はどうなっていますか。 

 ２点目、財源はどのようになっていますか。 

 ３点目、制度の周知はどのように行いました

か。申請しやすいシステムにするためにどのよう

な工夫をしましたか。 

 ４点目、就学援助費から給食費が払われた人

数、ここ３年の推移を教えてください。 

○中西学校教育課長 まず、令和２年度末におけ

る小学校の要保護対象者数については２人となっ

ており、準要保護対象者数は604人となっていま

す。 

 次に、準要保護の基準については、１、生活保

護を受給していたが対象外となった世帯、２、市

民税の所得割課税額が非課税である世帯、３、独

り親家庭であり、なおかつ児童扶養手当が全額支

給されている世帯のいずれかに該当している世帯

の方となっています。 

 財源については、国庫支出金106万9,000円のう

ち105万6,000円及び県支出金125万5,000円につい

ては、令和２年４月から同年５月に小学校の臨時

休業を行いましたが、その間の給食支援として学

校給食費に相当する金銭を就学援助の対象者に給

付したことに対する県補助金及び国のコロナ交付
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金です。 

 国庫支出金の残り１万3,000円については、要

保護世帯における児童の修学旅行に対する補助で

す。 

 制度の周知については、新小学１年生は新入学

児童健康診断のお知らせと一緒に全児童に周知を

行い、新中学１年生は現在籍校に対して周知を行

うよう連絡しています。 

 また、転入などの家庭に対しても、学校を通じ

て制度案内をしています。 

 申請しやすくする工夫については、所得面など

で認定になるか分からない家庭でも、申請書は出

してもらう方向で申請を進め、申請書を出すこと

に対するハードルを下げるようにしています。 

 就学援助費から給食費が払われた人数のここ３

年の推移については、平成30年度が584人、令和

元年度が583人、令和２年度が547人となっていま

す。 

【中学校ハートなんでも相談員設置事業費】 

○委員（河内優子） ここ３年間の相談件数と主

な相談内容を教えてください。 

 コロナ禍の影響で地域行事、学校行事の中止が

続き、子供の精神的な負担が大きかったと思いま

すが、事業の効果についてどのように考えていま

すか、お伺いします。 

○中西学校教育課長  

 中学校のハートなんでも相談員については、市

内４校に相談員を配置しており、ここ３年間の相

談件数は、平成30年度541件、令和元年度423件、

令和２年度663件となっています。 

 主な相談内容としては、不登校、友人関係、勉

強や進路についての相談となっています。 

 事業の効果としては、コロナの影響による子供

たちの精神的負担に対するケアも含め、安心して

学校生活を送れるよう、相談員が生徒を暖かく迎

え入れ、じっくりと話を聞き、問題解決に向けた

アドバイスを行うことで生徒の問題行動や不登校

の未然防止及び早期発見につなげることができて

います。 

 また、保護者や教職員に対しても適切な相談対

応等が図られており、学校運営上においても大き

な効果があると考えています。 

【地域主導型公民館推進費】 

○委員（篠原茂） 地域教育力向上プロジェクト

推進事業の決算額が約220万円減額されています

が、理由は何でしょうか。私の想像ですが、減額

は新型コロナの影響と思いますが、どんな事業を

中止しましたか。 

 ２点目、延期する選択と中止の間で各公民館が

判断したと思いますが、安易にやめてしまう公民

館と、何とか開催にこぎ着けようとして頑張る公

民館を社会教育課はどのように支えてきました

か。 

 ３点目、公民館ごとの事業費の差は何でしょう

か。公民館の学習は課題解決型が求められていま

すが、社会教育課としてどんなテーマが公民館で

取り組む課題と考え、指導していますか。 

○竹林社会教育課長 地域教育力向上プロジェク

ト推進事業については、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、多くの人が集まり三密が発生す

る事業、講座を中止または縮小したことから減額

となっています。 

 中止となった主な事業は、盆踊り、納涼夏祭

り、宿泊合宿、料理教室などがあります。 

 次に、本事業は集う、学ぶを柱として学びを生

かして課題解決を目指しています。集う場面が制

限される中、公民館、交流センターに非接触型体

温計、手指消毒薬、啓発用ポスターなどを設置

し、感染対策を徹底した上でできる限り実施でき

るよう支援を行ったほか、コロナ禍にあっても実

施可能な事業への内容変更についてアドバイスを

行っています。 

 次に、事業費の差については、コロナ禍にあっ

てまちづくり推進委員会が地域の実情に応じて事

業を中止または縮小し、事業計画の見直しを行っ

たことが要因となっています。 

 次に、公民館の学習のテーマですが、地域ごと

に実情、課題は様々ですが、青少年の健全育成、

防災意識の向上、高齢者の健康増進、伝統文化の

継承や郷土愛の醸成などをテーマに、地域の課題

やニーズを重点事業に定め、学びを生かして地域

の課題解決を目指しています。 

【総合文化施設環境整備事業】 

○委員（藤原雅彦） 施設の維持及び修繕とある

うち、シャッターバッテリー交換、入室管理シス

テム用サーバー更新、展示室非常照明用蓄電池交

換と記載されていますが、これらの決算総額は幾

らでしょうか。 

 また、定期的に交換、更新するものなのでしょ

うか。もし更新するのであれば何年ごとになるの
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でしょうか、お伺いします。 

○曽我部教育委員会事務局次長（文化振興課参事

兼美術館長） まず、第１点目の決算総額です

が、シャッターバッテリー交換が20万200円、入

室管理システム用サーバー更新が225万6,540円、

展示室非常照明用蓄電池交換が60万5,000円で

す。総額については306万1,740円となっていま

す。 

 次に、これらの交換について定期的にするもの

かということですが、あかがねミュージアムでは

館内の設備を円滑に運営していくために定期的に

機器の更新やメンテナンスを実施していく必要が

あります。 

 今回更新しましたシャッターバッテリー、入室

管理システム用サーバーは導入後５年ないし６年

後、展示室非常照明用蓄電池は導入後３年後に更

新の期間となっており、非常照明用蓄電池につい

ては更新期間より遅くなりましたが、令和２年度

に更新したものです。 

【オンラインあかがねマラソン大会開催事業費】 

○委員（田窪秀道） １番目、コロナ禍において

も市民がスポーツに親しめる環境づくりの一つと

して開催したとありますが、開催に至った経緯と

開催方法など、事業の内容、大会事業費総額の内

訳を教えてください。 

 ２番目、1,000人を超える参加者を得ています

が、成果をどう捉えていますか。 

 ３番目、ＳＮＳなど参加者の評判はどうだった

でしょうか。 

○佐薙教育委員会事務局総括次長（スポーツ振興

課長） 開催に至った経緯としては、新型コロナ

ウイルス感染症の感染状況から判断して、本大会

の中止を決定しました。 

 しかしながら、新居浜市のスポーツを少しでも

盛り上げ、あかがねマラソンを広くＰＲしたいと

いう思いで、安心、安全に参加いただけるスポー

ツイベントとしてのオンラインでのマラソン大会

の開催を実行委員会に提案し、承認を得て開催に

至りました。 

 開催方法は、専用のスマートフォンアプリを参

加者にダウンロードしていただき、２週間の大会

期間内に個人のタイミングで好きな場所を走り、

累計でハーフマラソンの距離を走破した参加者に

はオンライン上で完走証を発行しました。 

 大会事業費の内訳としては、あかがねマラソン

実行委員会予算にて開催し、収入が市負担金

346万3,762円、参加費51万1,500円、利息39円、

前年度繰越金71万1,384円で、合計468万6,685円

です。 

 支出については、委託料としてシステム使用料

及び大会ウェブサイト関連業務委託料等で89万

1,880円、賞品の購入費や大会運営業務費で306万

5,564円、事務局の事務費として１万7,818円の計

397万5,262円で、差額は次年度へ繰り越しまし

た。 

 ２番目の質問ですが、参加者1,023名中、市内

100名、県内の他市町67名、県外856名という参加

者で、参加者の８割が県外ランナーであり、46都

道府県からエントリーしていただきました。 

 これまで以上に多くの方の目に留まり、全国の

方にあかがねマラソンと新居浜市を知っていただ

けたことと、参加賞等を地元で調達したことで売

上げに貢献できたことが本事業の大きな成果だと

考えています。 

 ＳＮＳなどの参加者の評判については、大会終

了後から地元銘菓による参加賞への喜びの声のほ

か、本大会に参加して実際に現地を走りたいとい

うコメントも多くいただきました。 

 今後これまでどおりの大会が開催できるように

なれば、過去大会以上の県外ランナーの参加に期

待しているところです。 

【学校給食多子世帯支援事業費】 

○委員（井谷幸恵） 給食費の支援を増やすこと

について検討はされたでしょうか。 

○沢田学校給食課長 学校給食費の支援を増やす

ということになりますと、非常に多額の予算が必

要となります。 

 厳しい財政状況の中、老朽化した給食施設の修

繕等による安全、安心な給食の提供が優先される

ため、給食費の支援については当面現状維持した

いと考えています。 

○委員（井谷幸恵） 給食費については、本来ど

ういうふうに認識をされているでしょうか。 

○沢田学校給食課長 給食費については、保護者

の負担、人件費や光熱費については、施設の設置

者である教育委員会の負担と考えています。 

 

  午後 ３時４６分散会 
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